




労働災害は、各事業場において、事業者の責任により防止
されなければなりません。一方で、事業場での安全衛生をよ
り確実にするためには、作業に従事する労働者自身の自覚と
協力も不可欠であるため、労働安全衛生法では、労働者に対
しても、労働災害防止のために必要な事項の遵守や、関係者
の実施する労災防止措置への協力が義務付けられています。

事業場の労使による労働災害防止の取り組みが行われてい
ても、毎年多くの労働災害が発生してきたことから、政府は5
年ごとの対策を取りまとめた労働災害防止計画を策定し、政
労使が協力して労働災害の更なる低減を目指しています。今
般、2018年4月からの第13次労働災害防止計画（略称「13次防」：
2018〜2022年度）が策定されました。

連合はこれまで、厚生労働省が策定した、第12次労働災害
防止計画（略称「12次防」：2013〜2017年度）に対応した「連
合　労働安全衛生取り組み指針（2013年度〜2017年度）」を策
定し、取り組みを進めてきました。このような状況を踏まえ、
労働組合としての労働安全衛生対策をさらに推し進めるため
に、「連合 労働安全衛生取り組み指針」（2018年度〜2022年度）

（以下「取り組み指針」）を策定しました。

なお、労働安全衛生対策の内容は、産業や事業場ごとに異
なるため、「取り組み指針」は、連合本部・構成組織・地方連
合会で取り組むべき課題のうち、共通して重要と考えられる
ものを軸に策定されています。構成組織と地方連合会は、こ
の「取り組み指針」を活用して、業種・業態、事業場規模な
どに応じて具体的な取り組み課題を抽出・設定した上で、労
働組合の安全衛生対策活動の活性化と、安全衛生水準と地域
や社会全体の「安全文化」の向上に向け、取り組みを進めて
頂きたいと思います。
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1．基本的な考え方

労働災害防止のためには、政府、事業者、労働組合、労働者が連携し、それぞれの役割を果たすこ
とが重要である。政府は、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に
関し重要な事項を定めた計画（労働災害防止計画）を策定し、事業者などに対し、労働災害の防止に
関する必要な勧告又は要請する。事業者は、労働者の安全と健康を確保する本来的責務を有しており、
安全衛生関係法令の最低基準を遵守するのみならず、自主的な安全衛生活動を積極的に展開し、職場
内のリスクを極力低減しなければならない。また、労働者自身も、職場における安全・健康の確保に
気を配り、事業者の行う安全衛生活動に主体的に参画していくことが必要である。労働組合は、雇用・
就業形態に関わりなく、すべての労働者が健康に働き続けられるため、事業場の安全衛生水準の向上
とともに、地域社会全体における「安全文化」の向上に努めていく。

2．連合本部・構成組織・地方連合会・単組における取り組み

（1）連合本部は、以下の取り組みを実施していく。
①労働安全衛生に係る最新の情報や各組織の取り組み好事例、抱える課題などを共有化するための

連合全国セーフティネットワーク集会や各種セミナー・学習会などの開催
②各種団体の講習会の受講支援、安全衛生に精通した人材の紹介などを通じ、労働組合の労働安全

衛生人材育成を支援
③法律・制度の改正に向け、構成組織と協力しつつ、政府などの審議会・検討会への参画
④事業場の最新の実態を把握するため、第10回「安全衛生に関する調査」を実施し、今後の政策要求・

取り組みに反映
⑤連合の労働安全衛生に関する政策・提言の策定
⑥労働組合役職員の「衛生管理者」、「産業カウンセラー」資格の取得を推進
⑦政府や地方自治体の安全衛生に関する支援・助成制度や助成金に関する情報の収集、構成組織・

地方連合会への提供
⑧安全文化向上の観点から、メンタルヘルス不調にもつながるパワーハラスメントの発生抑制のた

めに、社会全体の問題として取り組む機運の醸成

（2）構成組織は、以下の取り組みを実施していく。
①関連する業界団体との安全衛生に関する意見交換の実施
②構成組織ごとに発生頻度の高い労働災害または業種ごとに特有の労働災害を把握
③各構成組織の既存の「労働安全衛生方針」に、13次防における政府・企業の取り組みに対し、不

足部分などを補う施策を追加するなどの対策強化
④各種団体が実施する労働安全衛生研修やセミナーの受講などを通じて、労働安全衛生に精通した

組合役職員を育成

（3）地方連合会は、以下の取り組みを実施していく。
①地域の労働災害の発生状況を把握したうえで、各種セミナーの開催など、その対策に関する周知・

連合労働安全衛生取り組み指針の具体的内容
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啓発の強化
②都道府県労働局安全衛生労使専門家会議への積極的な参画
③実効性ある労働災害防止対策や、労働者の健康確保対策などを推進するため、現場に対する安全

衛生パトロールの実施や、集団指導への参画など、その活動内容や会議の進め方の改善を都道府
県労働局に要請（＊）

（＊） 連合の実施した「社会保険労務士の労使関係への関与実態等に関するアンケート調査」結果によれば、「都
道府県労働局安全衛生労使専門家会議」について、「成果がなかった」との回答が半数近く。「成果があった」
との地方連合会では、「ストレスチェックの取り組み報告会を実施」や「年2回開催のうち、1回は安全パトロー
ルを実施」など、会議運営を工夫しているとの回答。

（4）単組は、構成組織や地方連合会の指導・連携のもと、以下の取り組みを実施していく。
①事業者による労災防止の取り組みの問題点の把握とその解消に向けた働きかけ
②連合や構成組織が提供する労働安全衛生法令・指針などの改正状況を把握し、事業場の労働安全

衛生に反映
③災害防止団体や都道府県労働局などが実施する安全衛生に関する研修などを積極的に受講し、必

要な内容について、事業場の労働者に対し情報を提供
④安全を最優先とする企業文化の醸成とともに、安全活動の推進や、安全を支える人材の育成を労

使で実施
⑤他の労働組合との情報・意見交換や相互の職場の視察などを通じて、第三者視点からの職場の点

検活動を検討
⑥労働災害・疾病の発生に際しては、必要に応じて労災認定に向けた情報や証拠の収集に努め、被

災者とその家族を支援
⑦次ページ以降の取り組みのうち、事業場で必要と思われるものをピックアップし、事業場の労働

安全衛生の向上に向け、既存の安全衛生指針を強化
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1．事業場における安全の取り組み（資料P57〜）

（1）基本的事項について
①個人情報の取り扱いに配慮したうえで、労働組合に対する事業場の安全衛生に関する情報の開示
②法令・指針や事業場の安全衛生基準等の遵守状況の確認・点検
③雇用・就業形態の多様化を踏まえた事業場の指示・合図などの基準の統一・徹底
④雇用・就業形態に関わりなく、すべての労働者に対する雇入れ時や作業変更時などの安全衛生教

育の徹底
⑤「安全で衛生的な環境の維持・整備」などの労働協約や就業規則への明記
⑥通勤災害も含めた労働災害の発生状況や原因、再発防止策を定期的に確認するとともに、重大な

労働災害が発生した場合にはその都度状況について報告
⑦労使による事業場の巡視を強化し、事故や災害につながりかねない要因の点検の実施と問題箇所

がある場合の速やかな改善
⑧類似災害防止に向け同様の作業を行っている事業場への災害情報の展開・周知
⑨労災隠しの防止を徹底、労働災害発生時の遅滞ない労働者死傷病報告の所轄の監督署への提出、

休業補償給付などの労災保険給付の請求の監督署長への実施
⑩労働災害の再発防止に向けた施策や注意事項について、関係するすべての労働者に周知

（2）労働災害が増加している第三次産業への対応について
①「安全推進者（＊）」を中心とした安全管理体制の整備を推進し、事業場単位の安全衛生管理に加え、

企業単位での安全衛生管理のあり方を検討
②転倒、無理な動作による腰痛など、脚立・階段からの墜落・転落、交通事故といった災害が特に多

いため、各事業場における、厚生労働省の作成しているパンフレット等を活用した点検活動を推進
（＊） 「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」を参照

（3）粉じんとアスベストへの対応について
①「作業環境測定」の確実な実施と、その結果にもとづく必要な改善措置の実施
②第9次粉じん障害防止総合対策に基づく、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取り組み

の推進
③職場巡視などでの、社屋の「吹き付け材」「断熱材」「形成板」などの劣化状況の目視による確認と、

必要に応じた含有物の分析（アスベストの含有は専門機関で分析しないとわからないため）、封じ
込めまたは撤去に関する安全衛生委員会での検討

④今後増加が見込まれる建築物の解体工事も鑑みた事業場の建築物・工作物中のアスベスト含有状
況についての調査の実施、アスベストの含有が確認された場合のばく露防止対策などの必要な措
置の実施

（4）リスクアセスメントと安全衛生マネジメントシステムの普及について
①事業場の安全衛生管理体制向上の観点からの、安全衛生専門人材の育成や、安全・衛生コンサル

タントなど、事業場外の専門人材の活用の促進

安全衛生の取り組みに関して事業者に求めていく具体的内容
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②リスク低減の観点から、事業者による設備の新設・改善や機器・保護具などの購入・更新の適切
な実施

③事業場の規模にかかわらず安全衛生管理体制を整備し、KY活動、危険の見える化、リスクアセ
スメントなどの安全衛生活動の活性化を促進し、自主的・継続的に安全衛生水準を向上

④ISO45001やILOガイドラインに沿った日本版OSHMS（労働安全衛生マネジメントシステム：JIS
＋α）について、事業場の業務負担や国際的な動向に注視しつつ推進

（5）作業環境の改善について
①高所作業等における墜落・転落の防止と、落下距離に応じた適切な保護具等の使用の徹底、および、

作業現場での落下物の防止と、落下物に対する保護具等の使用の徹底
②死傷災害のうち2割強を占める転倒災害について、注意喚起を促すステッカーの掲示等による危険

の見える化、作業内容に適した器具等の着用に関する取り組みの推進
③熱中症予防対策の理解促進、災害防止のために、建設業、製造業等における先進的な取り組み事

例の共有、労働者等向けの教育、熱中症防止のための器具等の導入の推進

（6）化学物質への対応について
①事業場において使用・保管されている化学物質や製品などの危険有害性情報に関する開示・伝達

の徹底
②危険性・有害性が明確でない化学物質（または製品）について、使用しないことの徹底
③製造・輸入元を含め化学物質のハザードの確認・リスクを評価、使用する労働者のばく露量を低

減する施策の実施
④化学物質の有害情報を適切に把握・収集と規制の見直しへの活用、収集した有害性等の情報の広

い事業者等への提供
⑤危険有害な化学物質のばく露防止、リスク低減や、爆発・火災防止などの安全対策を徹底と、危

険有害な化学物質を扱う労働者に対する健康診断・健康相談・労働衛生教育の充実などの健康管
理体制の整備・拡充

⑥安全衛生委員会などにおいて、事業場で使用する化学物質のリスク低減対策の検討などについて
の、専門的知識のある人の知見を含めた調査審議の実施

（7）13次防で課題となった個別の業種での対応について
①陸上貨物運送事業における荷役作業で労働災害が多いため、適切な保護服などの着用などの基本

的な安全対策と労働者への安全衛生教育の実施
②バス・トラック・タクシーなどの交通労働災害では死亡災害が多いことから、実効ある交通労働

災害防止対策と労働者への安全衛生教育を実施
③技術の進展に伴う作業環境の変化に対応した安全対策、安全基準・規格等について、実情にあっ

た対策を実施
④林業における労働災害は伐倒作業時に多く発生していることから、正しい伐倒方法などの安全衛

生教育の実施や防護衣の着用の徹底など、作業環境の改善を実施
⑤介護分野では無理な体制を強いられる業務も多いため、安全衛生教育の徹底に加え、腰痛防止な

どの身体的負担軽減をはかる介護機器などの導入を促進
⑥クレーンなどの運転についての合図の統一、事故現場等を表示する標識の統一等の元方事業者に

よる実施の徹底、関係請負人、また関係請負人相互間の連絡・調整の確実な実施
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2．事業場の長時間・過重労働やメンタルヘルス不調防止の取り組み（資料P119〜）

（1）長時間・過重労働防止に向けた対応について
①労使協議や安全衛生委員会などを通じた、管理者を含む職場で働くすべての労働者の労働時間の

実態把握と労働時間の的確な管理、および長時間・過重労働を防止
②不規則勤務や深夜労働の多い業種・職種に重点を置いた効果的な疲労の回復につながる休日・休

暇の付与・取得の促進
③法定時間外労働が月45時間を超える労働者に対する面接指導とその結果に基づく事後措置の実施
④雇用・就業形態の変化や仕事量の増加などにかんがみた人員確保、配置・業務分担の見直しなど

の必要な対策
⑤裁量労働制適用者について、実労働時間をもとにした医師による面接指導の実施、管理監督者や

機密事務を取り扱う者については、面接指導が申請しやすい制度の導入
⑥本人にメンタルヘルス不調の自覚症状がない場合でも、周囲が異変に気付いた労働者に面接指導

を勧めたり、脳・心疾患発症のリスクが高い労働者を見逃したりしないための、適切な健康確保
措置などの健康管理を強化、過重労働を防止

⑦協力会社（下請会社など）や取引先・関係先の労働者に対する長時間・過重労働や、過度なスト
レスをかけないための配慮の徹底

⑧脳・心臓疾患のリスクが高い労働者への保健指導、メンタルヘルス不調に関する相談・指導、長
時間労働者に対する面接指導などの産業保健サービスを労働者が享受できるよう、産業保健推進
センター・地域産業保健センター、産業医との連携を強化

（2）メンタルヘルス不調防止に向けた対応について
①管理監督者を含むすべての労働者に対するメンタルヘルス研修・教育を充実、事業場におけるメ

ンタルヘルス対策の体制づくりの強化
②面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合、労働者およびその家族の希望を

尊重しつつ、必要に応じ、精神科医など専門機関との連携を図ることのできる体制の強化、不利
益な取り扱いの防止

③「労働者の心の健康保持増進のための指針」で求められている「メンタルヘルス推進担当者」を
選任し、メンタルヘルス対策について人事労務上の問題点の把握や、職場復帰支援に必要な就労
条件の対応、配置転換・異動などの配慮

④自殺予防対策について、産業保健推進センター・地域産業保健センター、保健所などとの連携、
相談体制を確保

⑤雇用・就業・形態に関わりなく、すべての労働者に対するストレスチェック制度（＊）の着実な実施、
集団分析の実施の促進による職場環境改善に努める対策の実施

（＊）1． ストレスチェックの実施者は医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉
士の中から選定。

2． ストレスチェックは、「常時使用する労働者」を対象としている。努力義務である50人未満の事業場や、
非正規雇用労働者についても実施することが望ましい。

3． 労働者が受検や指導を拒否する場合は強制できない（あくまでも勧奨であって、受検や指導を受けるこ
とが業務命令のような形式にならないことに十分留意）。

4． 労働者が安心して受診し、適切な対応や改善につなげるため、労働者の個人情報が適切に保護され、不
正な目的で利用されないようにすることが重要。
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⑥労働者が安心してメンタルヘルス等の相談が出来るための環境整備など、労働者へのメンタル面
でのサポート体制の構築

⑦「パワーハラスメント」等（＊）、職場におけるあらゆるハラスメント等の予防・減少・解決に向けた、
労使による周知や教育などの強化・充実、業界団体や事業者の体制整備

（＊）一部の悪質な顧客や取引先等からの度を越した理不尽な要求や暴力等も含む。

⑧ハラスメント被害者の保護の観点を踏まえた、就業規則の改定や、相談しやすい相談窓口の設置
に加え、再発防止に向けた取り組みなど企業全体での制度の整備

⑨過度なストレスの要因となるリスクの特定・評価（ストレスチェックの項目化などを含む）と、
特定されたリスクの低減に必要な措置についての労使での検討・実施

3．労働者の健康確保に向けた取り組み（資料P173〜）

①雇用・就業形態に関わりなく、すべての労働者が高齢期に至るまで健康で働き続けるための、適
切な職場づくりや健康障害の予防対策、健康増進のための支援策の実施

②労働者自らの健康づくりや健康管理能力向上への支援に加え、メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）の診断基準による「健康指導」など生活習慣病の予防支援

③二次検診受診の徹底とその結果に基づく適切な事後措置の実施についての確認
④一般の事業場での全面禁煙や空間分煙の実施、飲食店、ホテル・旅館などでも可能な限りの労働

者の受動喫煙の機会低減など、事業場における受動喫煙防止対策の強化
⑤作業中の不自然な作業体勢の防止や、作業中の過度の重量物の取り扱いの禁止などの腰痛予防対

策
⑥長時間同一の姿勢をとらないことを基本としつつ、エルゴノミックス（人間工学）設計の製品の

活用などの「作業を労働者に合わせる」対策の実施
⑦安全衛生分野における母性保護に向けた産業医との連携
⑧事業場の安全衛生対策に性別にかかわりなく意見が反映できる場の提供
⑨健康診断・保健指導の意義を労働者に説明し、定期健康診断の受診率100％を達成
⑩「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」や、連合の取り組み指針な

どを参考にした、疾病を抱える労働者に対する支援体制の整備
⑪新型インフルエンザをはじめとする新興・再興感染症などに対する労働者の安全確保措置や業務

遂行体制などに関する事前の労使の確認

4．安全衛生委員会の運営と産業医等との連携（資料P190〜）

①「事業場の規模にかかわりなくすべての事業場での安全衛生委員会の設置」を目標としつつ、当
面は30人以上の事業場で安全衛生委員会の設置を推進

②50人以上規模の全ての事業場における産業医の選任、医師による健康管理が努力義務となってい
る50人未満事業場における産業医の選任の推進

③最低女性1名を含む委員の選出と定期的な委員会の開催
④協力会社（請負会社・下請会社等）の安全衛生担当者も含めた「合同安全衛生委員会」の設置
⑤安全衛生委員会の審議内容を事前にチェックしつつ、パート、派遣、アルバイト等を含め、事業

場の労働者から幅広く意見を聴取し、労働組合側からも必要に応じて課題を提起できる環境の整
備
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⑥PDCAサイクルにより委員会の調査・審議の質の向上と関係する資料の充実
⑦安全衛生委員会で決定された事項の安全衛生管理の社内規定や労働協約などへの明記
⑧最低月1回以上の産業医による職場巡視の実施
⑨事業場の危険有害性や長時間労働などの実態に関し、安全衛生委員会における産業医を含めた審

議の実施、問題点の改善
⑩産業医が、企業の管理者から独立して産業医学の専門的立場から職務を遂行しやすい仕組みや、

労働者が企業の管理者を経由せず直接産業医に相談できる仕組みの構築
⑪産業医・産業保健機能の強化を行うための必要な対策の推進（産業保健スタッフから構成される

チームによる産業保健活動を推進）

5．災害復旧・復興等に向けた対応

①東日本大震災や熊本県を中心とする九州地震からの復旧・復興事業、また2020東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の施設工事等における安全な作業環境の確保、安全衛生管理の徹底、未
熟練労働者に対する安全衛生教育の実施

②公務労働を含めた、復旧・復興事業に従事する労働者への過重労働対策やメンタルヘルス対策の
充実

③東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた作業や帰還困難区域等で行われる除染における作
業に従事する労働者に対する安全衛生管理、被ばく線量管理、被ばく低減対策、健康管理等の実
施

④廃炉作業に従事した労働者に、離職後であってもメンタルヘルスケアも含めた健康相談の実施等
の長期的な健康管理対策を着実に実施

⑤電離則に規定された被ばく線量の限度により一定期間原発業務に従事できなくなる労働者に対す
る、解雇などの不利益な取り扱いがないよう、労使協議を通じた配置転換や職業訓練、転職支援
などの実施

⑥除染特別地域等における一定以上の線量下で作業に従事する労働者について、放射線特別教育、
保護具の適切な装着、被ばく線量の適切な管理、健康診断の受診などによる安全衛生の確保の徹
底

6．多様化する雇用形態等に対応した対策の促進（資料P221〜）

（1）障がい者について
①障がい者である労働者に対する労働災害防止のために必要な対策の実施
②有給休暇の積立日数の限度を超えて、傷病による休業や通院のために休暇を積み立てる制度の創

設や、障がいに応じて必要とする休息時間・場所を確保し、且つ障がいの重度化や、その進行を
防ぐ対応（職務内容・労働密度・職場環境などの検証や休息・通院時間等の確保）の実施

③健康診断の実施における障害に応じた配慮と対応（会場、検査、結果通知など）
④労働者の抱える障がいについての正しい理解、適切な労働安全衛生上の配慮を行うことができる

ための管理職・労働者への啓発や研修の推進
⑤障がいにも多様な症状があり、外見からは判別できないことがあることを考慮し、障がい者のプ

ライバシーに配慮した対応の実施
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（2）高齢者について
①高齢化により増加傾向がみられる転倒や腰痛災害に対する配慮と職場環境の改善
②安全と健康確保のための配慮事項の整理と勤務条件や健康管理などの改善
③労働者の身体機能向上に向けた健康作りなどの実施

（3）非正規雇用労働者について
①安全衛生委員会における非正規雇用労働者の意見の反映（労働安全衛生法で、安全委員会、衛生

委員会の設置が義務づけられていない場合（50人未満）でも、安全または衛生に関する事項につ
いて派遣労働者を含む労働者の意見を聞くための労使で構成する機会（例：安全衛生懇談会）の
設置）

②パート、アルバイト等に対する雇い入れ時の安全衛生教育や健康診断などの確実な実施
③派遣労働者の安全衛生に関する事項（安全衛生教育、事故が発生した場合の対応等）についての

派遣先責任者と派遣元責任者との連絡調整の実施
④派遣労働者の一連続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善といった、

その従事する作業の適切な管理

（4）外国人労働者（技能実習生を含む）について
①日本で安心して働ける環境の整備、職場全体の安全衛生体制の確保
②長時間労働に対する面接指導制度やストレスチェック制度など、法律にもとづく措置について、

分かりやすい説明書を用いた外国人労働者の理解を促進するための必要な配慮と適切な実施
③安全衛生教育の実施、労働災害防止のための日本語教育等の実施、労働災害防止に関する標識・

掲示の実施、健康管理の実施といった労働災害防止に関する取り組みの徹底

注）①、②・・・は順不同
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資料編
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法　律
●労働基準法
●労働安全衛生法
●作業環境測定法
●じん肺法
●炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
●労働災害防止団体法
●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
●建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
●過労死等防止対策基本法

政　令
＜労働安全衛生法＞
●労働安全衛生法施行令

＜作業環境測定法＞
●作業環境測定法施行令
●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令

＜過労死等防止対策基本法＞
●過労死等防止対策推進協議会令

＜労働基準法＞
●労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

省　令
＜労働基準法＞
●労働基準法施行規則
●女性労働基準規則
●年少者労働基準規則
●事業附属寄宿舎規程
●建設業附属寄宿舎規程

＜労働安全衛生法＞
●労働安全衛生規則
●ボイラー及び圧力容器安全規則
●クレーン等安全規則
●ゴンドラ安全規則
●有機溶剤中毒予防規則
●鉛中毒予防規則
●四アルキル鉛中毒予防規則

労働安全衛生に関する現行の主な法令
（中災防安全衛生情報センターウェブサイトより）

労働安全衛生に関する現行の主な法令
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労働安全衛生に関する現行の主な法令

●特定化学物質障害予防規則
●高気圧作業安全衛生規則
●電離放射線障害防止規則
● 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線

障害防止規則
●酸素欠乏症等防止規則
●事務所衛生基準規則
●粉じん障害防止規則
●石綿障害予防規則
●労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
●機械等検定規則
●労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
●産業安全専門官及び労働衛生専門官規程

＜作業環境測定法＞
●作業環境測定法施行規則

＜じん肺法＞
●じん肺法施行規則

＜炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法＞
●炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

＜労働災害防止団体法＞
●労働災害防止団体法施行規則
●鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令

＜労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律＞
● 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（抄）第二章　派遣労

働者の保護等に関する措置

通　達
●第13次労働災害防止計画の推進について
　（2018年3月7日　基発0307第1号）
●安全衛生教育及び研修の推進について
　（改正　2016年10月12日　基発1012第1号）
●第三次産業における労働災害防止対策の推進について
　（2011年7月14日　基安発0714第2号）
●第12次労働災害防止計画の最終年度に向けた第三次産業における労働災害防止対策の推進について
　（2016年12月19日　基安発1219第1号）
　産業医の選任の改善について
　（2015年10月30日　基安発1030第4号）
●第8次粉じん障害防止総合対策の推進について
　（2013年2月19日　基発0219第2号）
●化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について
　（2015年9月18日　基発0918第4号）
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●「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」の実施について
　（2017年3月10日　基安発0310第2号）
●転倒災害の防止に向けた取組について（協力要請）－「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害の

防止－
　（2016年1月13日　基安発0113第4号）
●「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく対策の推進について
　（2015年7月24日　基発0724第2号）
●「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について
　（2017年3月31日　基発0331第78号）
●ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について
　（2016年4月1日　基発0401第72号）
●「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について
　（2017年3月31日　基発0331第78号）
●「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講

ずべき措置に関する指針」について
　（2015年5月1日　基発0501第7号）
●職場における腰痛予防対策の推進について
　（2013年6月18日　基発0618第1号）
●事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインについて
　（2016年2月23日　基発0223第5号、健発0223第3号、職発0223第7号）
●雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について
　（2015年11月30日　基発1130第2号）
●派遣労働者に対する安全衛生教育の実施等安全衛生の確保について
　（2016年2月26日　基安安発0226第3号）
●製造業外国従業員の労働災害の防止について
　（2016年3月15日　基安安発0315第1号）

労働安全衛生に関する現行の主な法令
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第13次労働災害防止計画
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第13次労働災害防止計画
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第9回「労働安全衛生に関する調査」

第 9 回「労働安全衛生に関する調査」

—調査結果の概要—

2017年実施

日本労働組合総連合会（連合）
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⑥過重労働・メンタルヘルス対策
⑦健康管理の促進
⑧治療と職業生活の両立支援
⑨病気休職制度
⑩雇用・就業形態の多様化への対応

調査の実施概要
1．調査の目的

本調査は、労働安全衛生に関する職場の状況や労使の取り組みを把握し、連合の取り組みや、政策要求の
策定・実現に向けて3年に1度全国規模で実施しており、今回で9回目となる。今回調査では、基本的には前回
までの調査項目を継続しつつ、最近の労働安全衛生をめぐる諸課題、労働災害や健康問題の現代的要因を明
らかにすることに努めた。

2．調査対象
調査は事業場の支部、分会組合を対象とした。

3．主な調査項目
①安全衛生委員会の設置と課題
②産業医の選任状況
③労働災害の発生状況
④安全衛生教育の実施状況
⑤ストレスチェック制度

4．調査票の回収状況
有効に回収された調査票は3,286枚で、うち民間が2,604枚、公務・公営が663枚である（業種不明は19枚）。

5．調査の実施時期
・ 調査票の配布：2017年1月
・ 調査票の回収：2017年1〜3月

6．調査の実施方法
調査は自記入方式のアンケートで行い、紙の調査票とWeb調査を併用した。

 
 

表 調査票の回収状況

 

回答数
（件）

構成比
（％）

回答数
（件）

構成比
（％）
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４．調査票の回収状況 
有効に回収された調査票は 3,286 枚で、うち民間が 2,604 枚、公務・公営が 663 枚である（業種不
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・ 調査票の回収：2017 年 1～3 月 
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調査は自記入方式のアンケートで行い、紙の調査票と Web 調査を併用した。 

  

表　調査票の回収状況
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7．調査対象事業場の概要

（1）事業場の従業員数
事業場の総労働者数は平均528人である。民間は平均525人、公務・公営は541人である。業種別に平均人数

をみると、情報・出版は900人台、商業・流通は700人台、製造業では600人台と多いが、資源・エネルギー、
交通・運輸、サービス・一般、建設・資材・林産では400人を下回る。

事業場におけるパート・アルバイト、契約労働者（期間工等）、派遣労働者、請負企業労働者の有無をみる
と、［パート・アルバイト、契約労働者（期間工等）など直接雇用している労働者］が「いる」事業場は
86.6％と多数を占める。また、［派遣労働者］は49.4％、［事業場内の請負企業労働者］は39.1％である。これ
らの労働者が「ひとりもいない」（8.2％）事業場は、全体の1割に満たず総労働者数に占めるパート・アルバ
イト、契約労働者（期間工等）、派遣労働者、請負企業労働者の割合は単純平均で24％となった。この割合は、
業種別では商業・流通が平均38％と最も多い。
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（2）事業場の業種
業種構成をみると、民間が79.3％を占める。その内訳は、製造業計が28.4％、非製造業計が50.9％であり、

前回（2014年）調査と比べると、製造業がやや減少し、その分非製造業の割合が多くなっている。公務・公
営は20.2％である。民間の事業場の総労働者数別にみると、300人以上の事業場で製造業が多く、半数近くを
占める。

（3）事業場の業務形態
事業場の業務形態は、「本社・本店」が31.8％と最も多く、ついで「工場・プラント」（16.7％）と「支社・

支店」（14.6％）がそれぞれ1割台を占める。2014年調査と比較すると、「工場・プラント」が減少し、「支社・
支店」と「営業所」（9.6％）がわずかに増加している。業種別では、製造業で「工場・プラント」が半数強
を占める。また、情報・出版と金融・保険・不動産では「支社・支店」が4割、交通・運輸では「営業所」が
3割強と多くなっている。

公務職場をみると、「官庁等の事務職場」が10.1％、「学校・教育職場」が5.1％を占める。

 
 

（２）事業場の業種 

業種構成をみると、民間が 79.3％を占める。その内訳は、製造業計が 28.4％、非製造業計が 50.9％
であり、前回（2014 年）調査と比べると、製造業がやや減少し、その分非製造業の割合が多くなって

いる。公務・公営は 20.2％である。民間の事業場の総労働者数別にみると、300 人以上の事業場で製

造業が多く、半数近くを占める。 
 
 
表 2 業種

 

 

（3）事業場の業務形態 

事業場の業務形態は、「本社・本店」が 31.8％と最も多く、ついで「工場・プラント」（16.7％）と

「支社・支店」（14.6％）がそれぞれ 1 割台を占める。2014 年調査と比較すると、「工場・プラント」

が減少し、「支社・支店」と「営業所」（9.6％）がわずかに増加している。業種別では、製造業で「工

場・プラント」が半数強を占める。また、情報・出版と金融・保険・不動産では「支社・支店」が 4
割、交通・運輸では「営業所」が 3 割強と多くなっている。 

公務職場をみると、「官庁等の事務職場」が 10.1％、「学校・教育職場」が 5.1％を占める。 
 

表 3 事業場の業務形態

 
  

製
造
業
・
金
属

製
造
業
・
化
学

製
造
業
・
そ
の
他

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ

― 交
通
・
運
輸

情
報
・
出
版

商
業
・
流
通

サ
―

ビ
ス
・
一
般

金
融
・
保
険
・
不

動
産

建
設
・
資
材
・
林

産 そ
の
他
非
製
造
業

総計

（ 年）

件
数

民
間
計

公
務
・
公
営

無
回
答

製
造
業
計

非
製
造
業
計

件
数

本
社
・
本
店

支
社
・
支
店

営
業
所

店
舗

工
場
・
プ
ラ
ン
ト

研
究
所

官
庁
等
の
事
務
職

場 官
庁
等
の
現
業
職

場 学
校
・
教
育
職
場

そ
の
他

無
回
答

総計

（ 年）

表2　業種

 
 

（２）事業場の業種 

業種構成をみると、民間が 79.3％を占める。その内訳は、製造業計が 28.4％、非製造業計が 50.9％
であり、前回（2014 年）調査と比べると、製造業がやや減少し、その分非製造業の割合が多くなって

いる。公務・公営は 20.2％である。民間の事業場の総労働者数別にみると、300 人以上の事業場で製

造業が多く、半数近くを占める。 
 
 
表 2 業種

 

 

（3）事業場の業務形態 

事業場の業務形態は、「本社・本店」が 31.8％と最も多く、ついで「工場・プラント」（16.7％）と

「支社・支店」（14.6％）がそれぞれ 1 割台を占める。2014 年調査と比較すると、「工場・プラント」

が減少し、「支社・支店」と「営業所」（9.6％）がわずかに増加している。業種別では、製造業で「工

場・プラント」が半数強を占める。また、情報・出版と金融・保険・不動産では「支社・支店」が 4
割、交通・運輸では「営業所」が 3 割強と多くなっている。 

公務職場をみると、「官庁等の事務職場」が 10.1％、「学校・教育職場」が 5.1％を占める。 
 

表 3 事業場の業務形態

 
  

製
造
業
・
金
属

製
造
業
・
化
学

製
造
業
・
そ
の
他

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ

― 交
通
・
運
輸

情
報
・
出
版

商
業
・
流
通

サ
―

ビ
ス
・
一
般

金
融
・
保
険
・
不

動
産

建
設
・
資
材
・
林

産 そ
の
他
非
製
造
業

総計

（ 年）

件
数

民
間
計

公
務
・
公
営

無
回
答

製
造
業
計

非
製
造
業
計

件
数

本
社
・
本
店

支
社
・
支
店

営
業
所

店
舗

工
場
・
プ
ラ
ン
ト

研
究
所

官
庁
等
の
事
務
職

場 官
庁
等
の
現
業
職

場 学
校
・
教
育
職
場

そ
の
他

無
回
答

総計

（ 年）

表3　事業場の業務形態



38

第1章 安全衛生管理体制の現状
1．安全衛生委員会の設置・開催状況（Q1、Q2）

－安全衛生委員会の設置率は93％、設置事業場の98％が委員会を開催－
－この3年間で提起した課題の上位は「長時間労働・過重労働の是正」、「メンタルヘルス対策」－

安全衛生委員会が「設置され定期的に開催されている」（83.6％）は8割強に及び、これに「設置され不定
期だが開催されている」（7.2％）、「設置されているが開催されていない」（1.7％）を合わせた設置比率は
92.5％である。また、設置事業場における委員会開催比率も98.2％を占める。前回調査と比べて、「設置され
定期的に開催されている」が5ポイント増加している（第1図）。

業種別に設置比率をみると、サービス・一般や金融・保険・不動産では8割前後とやや少ないが、その他の
業種は9割以上を占める。また、安全衛生委員会は50人以上の規模の事業場に設置義務があるが、50人を下回
る事業場でも7〜8割が委員会を設置しており、設置事業場における開催比率は業種、規模にかかわらず高い。

組合がこの3年間に提起した安全衛生の課題（15項目中3つ以内選択）では、「長時間労働・過重労働の是正」
（58.5％）と「メンタルヘルス対策」（56.1％）が過半数を占め、上位にあげられている。これに「危険箇所や
粉塵・高温等の改善」（41.1％）が4割強で続いている。以下、比率は大きく下がるが、「安全を重視する意識
の醸成」（17.7％）、「安全衛生委員会の充実・活性化」（15.7％）とともに、「パワハラ対策」（13.0％）も1割強
を占める（第1表）。

業種別にみると、「長時間労働・過重労働の是正」は、情報・出版と商業・流通、「メンタルヘルス対策」
は資源・エネルギーと公務・公営で比率が高く、いずれも7割前後を占める。また、「長時間労働」、「メンタ
ルヘルス」ともに、300人以上の規模の大きい事業場で提起した比率が高い。
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2．産業医の選任（Q3）

－9割近くの事業場で産業医を選任－

産業医の選任についてみると、「常勤で選任されている」は26.0％で、これに「非常勤で選任されている」
（61.7％）を合わせた＜選任されている＞（87.7％）は9割近くに及ぶ（第2図）。

業種別に＜選任されている＞をみると、製造業、情報・出版、商業・流通では9割以上を占めるが、サービ
ス・一般では7割程度となっている。また、＜選任されている＞は＜50人未満＞の事業場では6割弱にとどま
るが、＜100人以上＞の事業場ではいずれも9割を超えており、1000人以上では、「常勤で選任されている」が
6割と多数を占める。
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第2章 労働災害の発生状況と安全衛生対策
1．労働災害の発生状況（Q4、Q5）

－7割の事業場で労災事故が発生、＜増加・変化なし＞も半数強－
－8割超が「不注意やうっかり」により労災事故が発生－

過去3年間の労災事故の発生状況をみると、「発生しなかった」（29.1％）は3割にとどまり、7割の事業場で
労災事故が発生している。そのうち、「増加傾向にある」は13.7％で、これに「変化はない」（40.9％）を合わ
せた＜増加・変化なし＞は54.6％と半数強を占め、「減少傾向にある」（15.7％）を大きく上回っている。2014
年調査と比べて、労災発生比率はやや低下したが、＜増加・変化なし＞の割合は変わっていない（第3図）。
業種別にみると、製造業と商業・流通で労災発生比率が80％を超えており、さらに、商業・流通では＜増加・
変化なし＞が7割に及んでいる。

労災事故が発生した原因では（17項目中4つ以内選択）、「不注意やうっかり」（84.7％）が8割超と際立って
多い。以下、比率は大きく下がり、「機械設備・器具の安全対策の不足」（19.8％）、「業務上のコミュニケーショ
ン不足」（19.1％）、「安全確保の為の人材・スタッフ不足」（16.8％）、「安全管理体制・システムが不十分」

（16.7％）、「屋外・高所などでの安全対策が不足」（16.4％）が2割弱で続いている。いずれの業種においても、
「不注意やうっかり」が7〜9割と多数を占めているが、それ以外の原因として、製造業では、「機械設備・器
具の安全対策の不足」、建設・資材・林産では「屋外・高所などでの安全対策が不足」、「業務上のコミュニケー
ション不足」がいずれも3割以上を占め、他の業種を上回っている（第2表）。
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2．パート・アルバイト、契約労働者（期間工等）、派遣労働者、請負企業労働者の労働災害の発生と
対応状況（Q6、Q7）

－労災発生比率は4割、「把握していない」が1割強－
－労災事故発生原因の第1位は「安全衛生教育が不十分」－

過去3年間のパート・アルバイト、契約労働者（期間工等）、派遣労働者、請負企業労働者の労災事故の発
生比率（39.4％）は4割を占める。そのうち、「増加傾向にある」（7.2％）と「変化はない」（24.7％）を合わせ
た＜増加・変化なし＞は3割強を占め、「減少傾向にある」（7.5％）を大きく上回る。なお、「組合として把握
していない」が15.4％と少なくない。2014年調査と比べて、「発生しなかった」（43.6％）がわずかに増加した
ものの、ほとんど変化はみられない（第4図）。

パート・アルバイト、契約労働者（期間工等）、派遣労働者、請負企業労働者の労災事故が発生した原因（7
項目中3つ以内選択）では、「安全衛生教育が不十分」（46.4％）が最も多く、以下、「労働者が頻繁にかわる」

（30.7％）、「職場のコミュニケーションが不足」（28.9％）が3割前後で続いている。
業種別にみると、「安全衛生教育が不十分」はいずれの業種においても、上位にあげられているが、製造業

と情報・出版で過半数を占め、他の業種に比べて多い（第3表）。
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第3表　パート・アルバイト、契約労働者（期間工等）、派遣労働者、請負企業労働者の労災事故が発生した原因
（労災事故が発生した事業場、3つ以内選択）
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故（通勤災害を除く）の発生状況
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3．業務上疾病の発生（Q28）

－ほぼ半数の事業場で過去3年間に業務上疾病が発生－
－主な疾病は「腰痛症」「熱中症」「精神・神経疾患」－

業務上の疾病の過去3年間における発生状況をみると（複数選択）、「特に業務上の疾病は発生していない」
事業場（40.4％）は4割にとどまる。業務上の疾病の発生した事業場は無回答（11.7％）を除いてほぼ半数を
占める（第4表）。疾病の内容をみると、「腰痛症」（24.6％）、「熱中症」（23.2％）、「精神・神経疾患」（20.8％）
に集中している。こうした結果は、2014年調査と比べて、目立った変化はみられない。

業種別にみると、「特に業務上の疾病は発生していない」は資源・エネルギー、情報・出版、金融・保険・
不動産、公務・公営などでは半数前後を占めるが、製造業や交通・運輸では3割程度にとどまる。また、主な
疾病についてみると、「腰痛症」は交通・運輸（38.9％）で最も多いのに対し、「熱中症」は製造業（35.4％）
と建設・資材・林産（32.6％）で多く、これに交通・運輸（29.3％）が続いている。また、「精神・神経疾患」
は情報・出版（28.6％）、公務・公営（25.3％）、商業・流通（24.3％）、金融・保険・不動産（24.0％）などで
比率が高い。

また、「特に業務上の疾病は発生していない」は規模が大きくなるほど少なくなる傾向がみられ、規模の大
きい事業場で業務上疾病の発生比率が高くなっている。
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第4表　過去3年間に発生した業務上疾病（複数選択）
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第3章 安全衛生教育と多様化する雇用・就労形態への対応
1．安全衛生教育の実態（Q8、Q10）

－4割強の事業場で「法定以上の教育は実施していない」－
－法定以上の安全衛生教育の実施主体は「会社」中心－
－安全衛生教育の問題の第1位は「形式的で教育内容が身につかない」－

採用時や仕事変更時以外の安全衛生教育については、「法定以上の教育は実施していない」（42.0％）が4割
強を占める。一方、実施された教育をみると、「会社と外部（公的機関・民間）の双方で実施している」が
20.7％、「会社は実施しているが、外部（公的機関・民間）では実施していない」が33.5％を占め、法定以上
の安全衛生教育は「会社」中心に行われていることがわかる。なお、「会社は実施していないが、外部（公的
機関・民間）では実施している」（1.9％）はごくわずかである。2014年調査と比べると、「法定以上の教育は
実施していない」が減少し、その分「会社で実施・外部は実施してない」が増加している（第5図）。「法定以
上の教育は実施していない」は、商業・流通、サービス・一般、金融・保険・不動産、公務・公営、民間の
50人未満の事業場で5〜6割に及んでいる。

安全衛生教育の問題（9項目中3つ以内選択）をみると、「形式的で教育内容が身につかない」が38.8％と最
も多く、「法定の教育しか実施していない」（28.5％）、「パート等への教育が行われていない」（20.3％）が2割
台で続いている（第6図）。こうした結果は、業種別にみても概ね共通している。

20.7総計

会
社
と
外
部
の
双
方
で

教
育
を
実
施

■ 会
社
で
実
施
・
外
部
は

実
施
し
て
い
な
い

■ 会
社
は
実
施
し
て
い
な
い・

外
部
で
実
施

■ 法
定
以
上
の
教
育
は

実
施
し
て
い
な
い

■ 無
回
答

■ 件
数

（2014年）

33.5 1.9

21.4 26.1

42.0

48.9

1.9

2.0

1.9

2.01.7

1.9

1.7

3286

2828

第5図　採用時や仕事変更時以外における安全衛生教育の実施状況

第6図　安全衛生教育の問題（3つ以内選択）
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2．雇用形態別の安全衛生教育の実施状況（Q9、Q33）

－［パート・アルバイト、契約労働者］などへの安全衛生教育実施は6割程度－
―派遣労働者・請負企業労働者がいる事業場の半数強で、

［意見交換］、［安全衛生活動への参加］を「実施しなかった」－

パート・アルバイト、契約労働者（期間工等）、派遣労働者、請負企業労働者への採用時や仕事変更時以外
の安全衛生教育の実施状況をみると、「積極的に実施」と「ある程度実施」を合わせた＜実施している＞割合
は、［パート・アルバイト、契約労働者］が59.0％、［派遣労働者］が61.6％、［事業場内の請負企業労働者］
が62.5％と、いずれも6割程度である。2014年調査と比べて、［パート・アルバイト、契約労働者］でやや＜
実施している＞は増加しているが、その他の雇用形態では変化はみられない（第7図）。

次に、派遣労働者、請負企業労働者がいる事業場の安全衛生への取り組みの状況をみると、派遣労働者、
請負企業労働者に安全衛生に関する［情報提供］を「実施しなかった」事業場は4割程度にとどまるものの、［意
見交換］および［安全衛生活動への参加］について、半数強の事業場が「実施しなかった」と回答している。
こうした結果は、2014年調査とほとんど変わらない（第8図）。
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第4章 ストレスチェックの実施状況
1．ストレスチェック実施の有無と、組合による把握状況（Q11、Q12）

－ほぼ全事業場で実施されるストレスチェック、
同時に、「ほぼ全員が受けた」事業場も約9割、

一方、1割弱の組合で組合員が受けたかどうかを「把握していない」実態が明らかに－

常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、1年に1回、労働者は心理的負担に関する質問票に記入し、
その結果を対象に集計・分析する「ストレスチェック」が義務づけられている。そして、最初の実施期限は
2016年11月末となっており、このため今回調査ではその実施状況を質問した。

今回のストレスチェックは法施行後の最初の実施だったが、法定実施期限内にストレスチェックを「実施
した」事業場は90.7％と圧倒的多数を占め、＜実施していない＞事業場は3.4％にすぎなかった（この他、「義
務化対象外なので実施していない」事業場が5.6％）（第9図）。

また、組合員のストレスチェックへの参加状況においても、「ほぼ全員が受けた」事業場が85.9％と9割近
くを占め、これに「過半数が受けた」（5.1％）を加えた＜過半数が受けた＞事業場は約9割に達している（第
5表）。

その一方で、組合員のストレスチェックへの参加状況を「把握していない」組合が7.7％と1割弱を占めて
いる。ストレスチェックがメンタルヘルス不調のリスク低減と職場環境の改善のための取り組みであること
を考えると、組合の積極的な取り組みが求められるところである。
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2．ストレスチェック後の集団分析の有無（Q14）

－40.7％にとどまる「分析した」事業場、＜分析していない＞事業場が20.7％に、
一方、集団分析の有無を「把握していない」組合が約3分の1－

ストレスチェック制度では、個々の労働者が特定されないように10名以上のグループに分けられた集団（部、
課など）単位にストレス状況を分析し、その結果を踏まえた職場環境の改善が事業者の努力義務となっている。

それではストレスチェック実施後に、事業場はその結果を集団（部、課など）単位に分析したのだろうか。
その結果を第10図よりみると、「分析した」事業場は40.7％にとどまり、半数を下回っている。これに対し、
集団単位の分析結果を「まだ分析していない」が11.7％、「現在準備中である」が9.0％で、合わせて＜分析し
ていない＞事業場が20.7％、約2割を占めている。ストレスチェックは実施したものの、まだ集団分析を行っ
ていない事業場の多いことを示している。

ところで、ストレスチェックはその結果を集団分析して初めて次の活用につなげることができるが、事業
場が集団分析したかどうか「把握していない」組合が35.9％、約3分の1に達している。メンタルヘルス不調
のリスクを低減し、職場環境の改善につながる制度、取り組みであるにも関わらず、事業場の取り組みに積
極的に関与しない組合の姿勢が問われるところといえる。

なお、ストレスチェック実施後に集団「分析した」事業場の多い業種は資源・エネルギー（52.6％）と情報・
出版（51.5％）である。一方、「分析した」事業場の最も少ない業種は交通・運輸（28.4％）で、これにサー
ビス・一般（33.3％）と建設・資材・林産（36.7％）が続いている。また、交通・運輸は集団分析したかどう
かを「把握していない」組合が45.8％で最も多い。
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第10図　ストレスチェック結果の集団（部、課など）単位での分析の有無
（ストレスチェックを実施した事業場）
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3．集団分析結果の事後措置などへの活用の有無（Q16）

－3割弱にとどまる集団分析「活用」事業場、ストレスチェック実施事業場全体では約1割、
一方、4割を上回る「現在検討中」事業場－

それではストレスチェック後に集団分析した約4割の事業場（1214件）のうち、どのくらいの事業場が分析
結果を事後措置に活用したのだろうか。

回答では集団分析した約4割の事業場のうち、その結果を「活用した」事業場は27.8％（338件）にとどまっ
ている。このため、今回調査でストレスチェックを実施した事業場（2981件）のうち、分析結果を「活用した」
事業場は11.3％にすぎない。すなわち、約1割の事業場しかストレスチェック制度を活用していないというこ
とである（第11図）。

また、集団分析結果の活用の有無においても、活用の有無を「把握していない」組合が9.0％と1割近くを
占めている。

なお、「現在検討中である」が42.8％と4割を上回っているが、こうした集団分析結果の活用をためらう背
景には、次節でみるように、「面談が必要な労働者を把握できない」、「結果の活用方法がわからない」、「職場
改善につなげるのは困難」、「高ストレス者が医師と面談しない」といった複数の課題があるといえるだろう。

集団分析結果の活用の有無を業種別にみると、「活用した」事業場は情報・出版が37.3％で最も多い。逆に、
活用した事業場が最も少ない業種は建設・資材・林産（18.2％）である。
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第11図　集団単位分析結果の事後措置などへの活用の有無（結果を分析した事業場）
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4．ストレスチェックの実施と準備における課題（Q17）

－トップは個人情報が壁になる「面談が必要な労働者を把握できない」（44.1％）、
これに続く課題は「活用方法がわからない」と「職場改善は困難」（2割台）－

ストレスチェックを実施した、または実施を予定している事業場（3094件）では、ストレスチェックの実
施と準備においてどのような点が問題になっているのだろうか。12項目中3つ以内選択で比率の高い順に示し
たのが第12図である。

問題のトップは「面談が必要な労働者を把握できない」（44.1％）である。職場の改善を進める中でぶつか
る個人情報の壁に対し、どのような対応策が考えられるのか。今後最優先で検討すべき点といえるだろう。

これに「結果の活用方法がわからない」（25.2％）と「結果を職場改善につなげるのは困難」（24.0％）が続
いている。また、「メリットがわからない」（6.3％）も第6位に入っており、ストレスチェックを実施したも
のの、どのような方法で職場改善につなげられるのか、模索する事業場、組合の姿が示されている。

また、組合員に「ストレスチェックの意味を理解してもらう取り組みが不足している」（22.2％）、「高スト
レス者が医師と面談しない」（15.6％）といった問題から、組合員にストレスチェック制度の意味を理解して
もらう取り組みが必要といえるだろう。

なお、ストレスチェックの実施について、安全衛生委員会の場で何らかの提案をした組合は52.2％にとど
まり、「提案や申し出はしなかった」組合が38.2％を占めている（図表略）。制度について組合員の理解を求
めるとともに、組合も安全衛生委員会の場を通じて積極的に関与していくことが求められているといえるだ
ろう。

第12図　ストレスチェックの実施と準備における問題
（ストレスチェック実施または実施予定事業場、3つ以内選択）
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第5章 過重労働の実態と課題
1．過重労働（時間外）の実態と、事後措置のための基準時間（Q20、Q21）

－［月100時間以上］就労する組合員のいる事業場が約3割、10年間経っても改善はみられず、
医師等の面接指導と事後措置のため時間設定している組合は6割弱、

うち「時間外労働100時間以上」に設定している組合が1割強－

労働安全衛生法では、時間外労働時間が［1 ヶ月100時間以上］の労働者は医師の面接指導とその結果に基
づく事後措置が義務づけられている。そこで、［1 ヶ月100時間以上］就労している組合員のいる事業場の割
合をみると、「一人もいない」事業場は64.3％だが、［1 ヶ月100時間以上］就労している組合員のいる事業場
が27.4％、約3割を占めている（第6表）。
［1 ヶ月100時間以上］就労する組合員のいる事業場が約3割を占める傾向は過去10年の間減少せず、ほとん

ど改善のみられない実態となっている。［1 ヶ月100時間以上］就労する組合員が組合員全体に占める割合を
みると、「10％未満」（24.5％）の事業場が大多数を占めているものの、労働安全衛生を脅かす過重労働、長
時間労働の実態が依然として続いていることを示している。

業種別にみると、［1 ヶ月100時間以上］就労の組合員のいる事業場は、建設・資材・林産（47.8％）を筆頭
に、情報・出版（37.6％）、資源・エネルギー（32.2％）、商業・流通（29.0％）で多い。

ところで安全衛生管理体制の確立には組合による時間外労働の把握が不可欠だが、［1 ヶ月100時間以上］
就労の組合員が何人いるのかを「把握していない」組合が7.5％を占めている。過重労働の撲滅のためには、
組合による実態把握が最優先で求められている。

過重労働の労働者には面接指導と事後措置が行われなければならない。このための時間外労働の「時間を
決めている」組合は58.2％である。その設定時間をみると、時間外労働「80時間以上」が36.1％と最も多いが、

「100時間以上」に設定している組合も13.2％を占めている。特に、資源・エネルギー（23.8％）、サービス・
一般（23.3％）、建設・資材・林産（20.7％）で2割を上回っている。
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第6表　 時間外労働時間が1 ヶ月で100時間を上回る組合員のいる事業場の割合と、協約、協定上の面接
指導・事後措置を行わなければならない時間外労働時間
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2．面接指導後の事後措置の有無と、事後措置の必要な労働者の有無（Q22）

－面接指導後の事後措置の必要な労働者のいる事業場が約15％、2011年以降改善されず、
事後措置が必要な労働者のいる事業場のうち、約1割で事後措置が未実施－

過重労働を行った労働者に対する医師等による面接指導後の事後措置が必要な労働者の有無では、「事後措
置の必要な労働者はいない」事業場が50.8％みられるものの、「事後措置の必要な労働者がいる」事業場が
15.0％を占めている。こうした実態は2011年調査以降改善されていない（第13図）。
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第13図　医師等による面接指導後の事後措置が必要な労働者の有無

事後措置の必要な労働者の状況に
ついて、［時間外労働が月100時間を
上回る組合員の割合］別にみると、

「事後措置の必要な労働者」＜10％
未満＞の事業場においても31.5％に
達している。このように、事後措置
の基準時間である100時間上回る労
働者のいる事業場では、事後措置の
必要な労働者のいる事業場が急増す
る結果となっている（第7表）。

事後措置の必要な人のいる事業場における事後措置の実施状況では、事後措置が「行われている」事業場
は84.8％を占めているが、「行われていない」も7.7％と約1割となっている（第14図）。

なお、見逃すことのできない点は、事後措置が行われたかどうかを「把握してない」組合が6.9％を占めて
いることである。
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第14図　面接指導後の事後措置の有無（事後措置が必要な労働者のいる事業場）
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第6章 メンタルヘルス対策の現状
1．メンタルヘルス不調による休業者の増減状況（Q26、Q23）

－職場復帰プログラムを策定する事業場が増加する中、
メンタルヘルス不調による休業者のいる事業場が約3分の2－

心の健康問題で休業した労働者のために各事業場では職場復帰プログラムの策定が要請されている。こう
したプログラムの策定状況をみると、「職場復帰プログラムがある」事業場は49.6％で、2014年調査（42.5％）
と比べ約7ポイント増加している。このように、ほぼ半数の事業場でプログラムが整備されているものの、「今
のところ策定する予定はない」事業場も36.9％と依然として多い（第8表）。

このような職場復帰プログラムの策定が進む中、メンタルヘルス不調による休業者の増減を過去3年間につ
いてみると、「休業者はいない」事業場は19.9％にとどまり、＜休業者＞のいる事業場が67.3％と約3分の2を
占めている。こうしたメンタルヘルス不調による休業が広範な事業場に広がる傾向は、2011年調査以降改善
がみられない（第9表）。

同時に見逃せない点は、休業者の増減を「把握していない」組合が依然として約1割みられることである。
メンタルヘルス不調による休業者が多くの事業場でみられる中、組合の取り組みが一層求められている。
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2．メンタルヘルス不調による再休業者または退職者の状況（Q24）

－広がる休業後の再休業または退職、5〜6割の事業場で再休業、退職を止められず－

メンタルヘルス不調により休業を余儀なくされた人が、職場復帰後に元通りの職業生活に戻れるとは限ら
ない。調査では、休業から職場復帰した人が再び休業する、または休業後、そのまま退職する人の多い実態
が明らかになっている。

すなわち、メンタルヘルス不調による休業者のいる事業場で、職場復帰後の再休業者の有無をみると、「再
び休業した人がいる」事業場が61.8％と6割強に達しているからである。これに対し、「職場復帰後に休業し
た人はいない」事業場は31.9％と約3割にとどまる。こうした実態は2014年調査と比べてもほとんど改善はみ
られない（第15図）。

さらに、メンタルヘルス不調のために結局退職せざるを得なくなった人がいる事業場も52.8％と約半数を
占めている。その事業場の比率は2014年調査（48.8％）よりさらに上昇しており、状況はさらに悪化してい
るといえるだろう（第16図）。

このように、メンタルヘルス不調による休業が広がる中、再休業、または退職にまで至る実態に改善の兆
しはみられない。こうした実態を踏まえた対策が急務といえるだろう。
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3．メンタルヘルス対策の重視課題（Q25）

－メンタルヘルス不調に対応出来ない職場の実態、
望まれる「余裕のない職場」の改善と「管理職研修」「コミュニケーション」促進への期待－

メンタルヘルス不調による休業者のいる事業場が約3分の2を占める傾向は、設問が始まった2011年調査以
降変化はみられない。

そこで今後の取り組み課題として［メンタルヘルス対策の重視課題］（16項目中4つ以内選択）をみると、
解決すべき課題の上位項目には「職場に余裕がなく対応できない」（45.7％）を筆頭に、「管理職の研修が不
十分」（40.9％）、「コミュニケーション不足で対応困難」（40.4％）、「業務だけが原因ではなく対応が困難」

（40.0％）があげられている（第17図）。
さらに、これに続いて、「個別事例への対応法がわからない」（23.5％）、「会社の問題意識が不十分」（23.3％）、

「個人情報がなく取り組みが難しい」（23.3％）、「労働者の研修が不十分」（20.7％）、「どの疾病が起因するか
判断できない」（20.1％）、「対象者に職場や仕事を用意できない」（19.1％）があげられている。
「職場に余裕がない」、「管理職研修が不十分」、「コミュニケーション不足」といった上位3項目に加え、「労

働者の研修が不十分」、「対象者に職場や仕事を用意できない」といった上位の回答からは、職場がメンタル
ヘルス不調の問題に対応出来ない実態が明らかといえるだろう。

また、「業務だけが原因ではない」、「個別事例への対応法がわからない」、「どの疾病が起因か判断できない」
といった回答からは、複雑な要因を背景としたメンタルヘルス問題への対応の難しさが示されている。

このため、余裕のない職場の改善とともに、「個人情報がなく取り組みが難しい」メンタルヘルスの問題に
対する理解の促進と粘り強い取り組みが求められているといえる。

第17図　メンタルヘルス対策の重視課題（4つ以内選択）
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第7章 治療と職業生活の両立
1．1 ヶ月以上の長期の休業や通院治療の状況（Q29）

－多くの事業場に広がる［長期休業者］と［通院治療者］、
1 ヶ月以上の［長期休業者］のいる事業場が59.2％、［通院治療者］では45.4％－

現在、がんをはじめ脳卒中や糖尿病、そして、メンタルヘルス不調など、長期治療の必要な疾病により休
業を余儀なくされる労働者が急増している。それでは、こうした疾病により1 ヶ月以上の長期にわたり休業
や通院治療をしている人はどの程度いるのだろうか。今回調査ではこうした実態を事業場ベースで質問した。

1 ヶ月以上の長期の休業や通院治療している人のいる事業場の割合は、［長期休業者］が59.2％、［通院治療
者］が45.4％となっている。これに対し、「休業している人はいない」はそれぞれ23.2％、22.4％と2割台にと
どまっている。このように、広範な事業場に［長期休業者］と［通院治療者］が存在する実態が明らかになっ
ている（第18図）。

また、「組合では把握していない」の比率をみると、［長期休業者］が14.3％で1割を上回り、さらに［通院
治療者］では28.4％と3割近くに達している。組合による実態把握が［長期休業者］よりも［通院治療者］の
方がより困難であるといえよう。

ちなみに、集計結果から「組合では把握していない」の比率を除外して、組合が実態を把握している事業
場を対象に再集計すると、［長期休業者］のいる事業場は71.8％、［通院治療者］が67.0％と7割前後に達して
いる。この結果からも広範な事業場に［長期休業者］と［通院治療者］が存在する実態が明らかといえるだ
ろう。
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第18図　1 ヶ月以上の長期休業者または通院治療者の推移（過去3年間）
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2．病気休職制度の導入状況（Q31）

－圧倒的多数の事業場で制度が導入され、約3分の2の事業場で制度が利用されている（過去3年）、
しかし、正規労働者以外の労働者が制度内容すべてを利用できる事業場は約2割にとどまる－

病気休職制度の導入状況をみると、「労働協約で整備」が46.9％、「就業規則などで整備」が43.7％となって
おり、これに「制度はないが慣行がある」（1.8％）を加えると、圧倒的多数の事業場で制度が導入されてい
る（92.4％）（図表略）。

こうした病気休職制度における年間の休職可能日数は平均241日である。年間休職可能日数が「365日」、す
なわち1年間にわたって病気休職できる事業場をみると、49.9％とほぼ半数を占めている。また、「1〜30日」
は5.4％と少なく、「31〜90日」と「91〜180日」がそれぞれ24.8％、15.6％と多くなっており、合わせて4割強
を占めている（図表略）。

しかし、こうした整った整備状況であるにもかかわらず、45.1％の事業場、すなわち半数近くの事業場で
は正規労働者のみが利用対象者となっており、正規労働者以外の労働者が制度すべてを利用できる事業場は
19.9％にとどまっている（「制度の一部を利用できる」は30.7％）。今後は制度対象者の範囲を正規労働者以外
の労働者まで拡大することと同時に、すべての制度内容を正規労働者以外の労働者に拡大することが求めら
れているといえるだろう（第19図）。

そこで病気休職制度の利用状況をみると、過去3年間に制度を利用した人のいる事業場は64.3％、約3分の2
を占めている。1 ヶ月以上の［長期休業者］または［通院治療者］が多くの事業場に広がっていることを背
景に、病気休職制度の利用が進む実態が示されている。これに対し、「休職者はいない」事業場は16.9％にと
どまっている（第20図）。

なお、病気休職制度の利用状況においても利用状況を「把握していない」組合が16.7％みられる点は留意
すべきところである。
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3．病気治療と職業生活の両立支援における課題（Q32）

－課題のトップは「復職後の仕事の与え方・配属」（73.9％）、第2位は「代替要員の確保」（57.1％）、
休職後の円滑な復職と、休職中の業務体制の整備が大きな課題－

労働者の病気治療と職業生活の両立支援における課題を10項目中3つ以内選択であげてもらった。選択肢を
＜職業生活への配慮＞と＜休職期間中における配慮＞の2グループに分けてみると、＜職業生活への配慮＞に
おける「復職後の仕事の与え方・配属」が73.9％で課題のトップにあげられている。これに続いて、＜休職
期間中における配慮＞における「代替要員の確保」が57.1％で続いている（第21図）。

最大の課題は「復職後の仕事」ということである。また、休職中の業務をカバーする「代替要員の確保」
も解決すべき課題の上位にあげられている。

これらに続いて、＜職業生活への配慮＞では「再発防止」（45.2％）と「上司・同僚などの理解」（38.7％）
が上位にあげられている。職場の理解を図りながら、疾病の「再発防止」が不可欠ということである。

また、＜休職期間中における配慮＞では「休職期間中の賃金保障」（20.7％）を課題にあげる事業場が多い。
休職が長期に及ぶことを想定して病気休職制度の休業可能期間を1年間に設定する事業場が半数を占めていた
ことから、「休職期間中の賃金保障」を課題の上位にあげる組合が多くなっているといえるだろう。

これに対し、回答が3つ以内選択の範囲ということもあり、「両立支援に関する教育・研修」（8.8％）、「病
気に関する個人情報の管理」（7.2％）、「主治医との連携」（5.4％）、「傷病手当金などの複雑な申請手続」（2.0％）
をあげる組合は少ない。

第21図　病気治療と職業生活の両立支援における課題（3つ以内選択）
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■目的■

本ガイドラインは、労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号。以下「令」という。）第2条第3号に
掲げる業種に属する事業場において、安全の担当者（以下「安全推進者」という。）を配置することにより、
当該事業場の安全管理体制を充実し、これらの事業場における労働災害防止活動の実効を高め、労働災害の
減少に資することを目的とする。

■対象事業場■

令第2条第3号に掲げる業種の事業場であって、常時10人以上の労働者を使用するものを対象とする。
なお、第12次労働災害防止計画において労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種である以下に掲げる業
種の事業場については、特に重点的に本ガイドラインに基づく安全推進者の配置に取り組むものとする。
・小売業（令第2条第2号に含まれる各種商品小売業、家具等小売業及び燃料小売業を除く。）
・社会福祉施設
・飲食店

■安全推進者の配置等■

（1）安全推進者の要件
安全推進者は、職場内の整理整頓（4S活動）、交通事故防止等、業種の別に関わりなく事業所内で一般的
に取り組まれている安全活動に従事した経験を有する者のうちから配置するものとする。
なお、常時使用する労働者が50人を超える事業場や労働災害を繰り返し発生させた事業場については、安
全に対する知見を少しでも多く有する者を配置する観点から、以下の者を配置することが望ましい。

労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種（建設業や運送業、製造業などを除く非工業的業種。以下「3
号業種」という。）の事業場には、安全管理者又は安全衛生推進者の選任や安全委員会の設置の義務付けがな
く、安全管理体制の構築に係る法令的な担保がなされていません。
一方、1年間に発生する休業4日以上の労働災害約12万件のうち、その3分の1を上回る約5万件が3号業種
において発生しており、これら3号業種における安全管理体制の構築が急務となっています。
本ガイドラインは、こうした状況から、安全管理者又は安全衛生推進者の選任が義務付けられていない業
種（その他の小売業、社会福祉施設など）に対して、安全推進者を配置することにより、安全管理体制の充
実を図ることなどを目的に示されたものです。
事業場における労働災害防止の推進のため、本ガイドラインに沿った取組みを進めましょう。

労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における

安全推進者の配置等に係るガイドライン
厚生労働省、東京労働局ウェブサイトより
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■安全推進者の職務■
本ガイドラインの対象業種でみられる災害の多くは、転倒災害、荷物の運搬等による腰痛、階段等からの

墜落・転落や交通労働災害など日常生活でも起こりうる性質のものであり、その防止のためには、職場環境
や作業方法の改善、安全衛生教育の実施といった安全活動の必要性についての認識を事業者、労働者ともど
も高める必要がある。
こうした現状を踏まえ、安全推進者は、事業の実施を総括管理する者を補佐して、以下の職務を行うもの

とする。なお、事業者は、こうした安全推進者の活動を実効あるものとするために、安全推進者に対して必
要な権限を与えるとともに、知識の付与や能力の向上にも配意するものとする。

（1）職場環境及び作業方法の改善に関すること
（例：職場内の整理整頓（4S活動）の推進、床の凸凹面の解消等職場内の危険箇所の改善、刃物や台車
等道具の安全な使用に関するマニュアルの整備等）

（2）労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること
（例：朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発、荷物の運搬等の作業に係る安全な
作業手順についての教育・研修の実施等）

（3）関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること
（例：労働災害を発生させた場合における労働者死傷病報告の作成及び労働基準監督署長への提出等）

ア　…安全衛生推進者の資格を有する者（安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生
の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等）

イ　…アと同等以上の能力を有すると認められる者（労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理
士の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者）

（2）安全推進者の配置
原則として、事業場ごとに1名以上配置するものとする。ただし、安全推進者の職務を遂行しうる範囲内

において、一定区域内の複数の事業場で1名の安全推進者を配置することとしても差し支えないものとする。

（3）安全推進者の氏名の周知
事業者は、安全推進者を配置したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働

者に周知するものとする。
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厚生労働省発「第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策の推進について（協力要請）」
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働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動
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働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動
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働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動
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働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動



64

第9次粉じん障害防止総合対策

1 

 

第９次粉じん障害防止総合対策 

第１ 目的 

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障

害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号。以下「粉じん則」という。)及びじん

肺法(昭和 35 年法律第 30 号)の各規定に定める措置を講じなければならない。

また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、

粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組を推進することが望まれ

る。 

本総合対策は、これら事業者が講じなければならない措置等の実施を推進す

るため、じん肺新規有所見労働者の発生状況、８次にわたる粉じん障害防止対

策の推進状況等を踏まえ、当該対策の重点事項及び労働基準行政が実施する事

項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置等のうち、重点事項

に基づき今後５年間において事業者が特に実施すべき措置を、「粉じん障害を

防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」(以下「講ずべき措置」という。)

として示し、その周知及び当該措置の実施の徹底等を図ることにより、粉じん

障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。 

第２ 総合対策の推進期間 

平成 30 年度から平成 34 年度までの５か年とする。 

第３ 総合対策の重点事項 

じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見

労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進する

ことが重要である。 

このため、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である

呼吸用保護具の適正な使用を推進するとともに、粉じんの有害性と対策の必要

性の認識を喚起する必要がある。特に、近年の粉じん則及びじん肺法施行規則

（昭和 35 年労働省令第６号。以下「じん肺則」という。）の改正においても、

屋外における岩石・鉱物の研磨作業等や屋外における鉱物等の破砕作業をはじ

め、呼吸用保護具の使用を要する作業を追加する改正が複数なされているとこ

ろであり、これらの改正内容の確実な実施について周知を図る必要がある。 

引き続きずい道等建設工事に係る粉じん障害防止対策に取り組む必要があ

る。 

また、粉じん作業に従事する労働者に対して、適切に健康管理措置を進めて

いくためには、事業者が行うじん肺健康診断についても着実に実施されるよう

取り組むことが必要である。 

さらに、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引

き続き推進する必要がある。 

厚生労働省通達　基発0209第3号　平成30年2月9日より
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加えて、地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業や岩石等の裁断等

の作業に係る粉じん障害防止対策、金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対

策等の推進を図る必要がある都道府県労働局もみられることから、上記５つの

重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これまでの都道

府県労働局（以下「局」という。）の総合対策の推進状況等に応じて、上記以

外の粉じん障害防止対策を推進する必要がある。 

上記を踏まえ、次の事項を重点事項とする。 

(1) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における

鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策 

(2) ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 

(3) 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進 

(4) じん肺健康診断の着実な実施 

(5) 離職後の健康管理の推進 

(6) その他地域の実情に即した事項 

 

第４ 労働基準行政の実施事項 

１ 局及び労働基準監督署の実施事項 

(1) 局における重点事項の設定 

都道府県労働局は、上記第３(1)～(5)に掲げた重点事項を基本としつつ、

管内の各業種及び作業ごとの事業場の取組状況、これまでの総合対策の推

進状況及びじん肺有所見労働者の発生状況等に応じた上記第３(6)局独自

の重点事項を設定する。 

(2) 集団指導、個別指導、監督指導等の実施 

集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、

「講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定め

る措置の必要な事項について、効果的に周知徹底を図る。特に、重点事項

である「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進」及び「じん肺

健康診断の着実な実施」について重点的に指導を行い、じん肺健康管理実

施状況報告が未提出の事業場に対しては提出を指導する。 

また、監督指導の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司

法処分として送検することを含め、厳正な措置を講じる。 

さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知すること等により、離

職するじん肺有所見労働者に対する健康管理対策の推進を図るとともに、

健康管理手帳交付対象者に対して当該手帳交付時に、健康管理に係る留意

事項等を十分指導する。 

(3) 電動ファン付き呼吸用保護具の活用周知 

電動ファン付き呼吸用保護具は、粉じん則等において、特定の作業に労

働者を従事させる場合に着用させることが義務付けられているが、その性

能の高さから、当該特定の作業以外においても、これを活用することが望

ましいことに鑑み、上記(2)の指導・審査時等において、事業者に対して電

動ファン付き呼吸用保護具の着用について勧奨する。 
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(4) 関係団体等に対する指導等の実施 

ア 労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導・要請 

労働災害防止団体の都道府県支部、関係事業者団体等を通じて、構成事

業場に対し、「講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の

各規定に定める措置の内容の周知徹底及び健康管理手帳制度の周知を指導

する。 

また、関係事業者団体に対して、「講ずべき措置」の実施状況を確認す

る自主点検を実施すること及び当該自主点検結果に基づき、構成事業者に

対し必要な粉じん障害防止対策を自主的に実施することを要請する。 

さらに、必要に応じて、労働災害防止団体、関係事業者団体等が行う、

粉じん作業を有する会員事業場への普及啓発活動の場を活用して粉じん対

策に関する説明を行う等の連携を図る。 

イ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施 

(ア) 粉じん障害防止総合対策推進強化月間 

粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性及

び粉じん障害防止対策等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉

じん障害防止対策の実施の活性化を図ることが重要である。 

このため、全国労働衛生週間準備期間の９月を引き続き「粉じん障害

防止総合対策推進強化月間」とし、関係団体等に対し、構成事業場への

パトロールの実施等、当該月間中における各種行事の開催を要請する。 

(イ) 粉じん対策の日 

粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装

置等の点検、たい積粉じん除去のための清掃等を定期的に実施させ、そ

の定着を図るため、毎月特定の日を「粉じん対策の日」として設定する

よう指導する。 

(5) 中小規模事業場への支援 

中小規模事業場に対しては、都道府県産業保健総合支援センター又はそ

の地域窓口である地域産業保健センターが行う労働衛生コンサルタント、

産業医等の専門家による相談事業（事業場訪問を含む。）等の活用を図るよ

う指導する。 

また、粉じん対策指導委員等による必要な技術的援助を行う。  

(6) じん肺診査における精度確保 

じん肺の診査に係る制度の適切な運用にはじん肺診査の体制の維持が必

要不可欠である。診査時のじん肺の見落としはあってはならないことから、

地方じん肺診査医には、放射線科医と呼吸器内科医を両方任命するよう極

力努める。じん肺診査医の体制については、人材の確保が極めて重要であ

ることから、都道府県労働局においても日頃から機会を捉えて地方じん肺

診査医の候補者の情報収集や人材育成、地域の医療機関との関係構築に努

める。 

じん肺健康診断に用いる画像はじん肺法第３条でエックス線写真とされ

ているが、この取り扱いに変更はない。なお、CT 写真はじん肺健康診断の
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際に参考資料として閲覧して、特にじん肺所見があると総合的に判断する

場合に利用して差し支えない。 

デジタル画像による診断に関しては、医療用モニターについて、平成 23

年９月 26 日基安労発 0926 第１号「「じん肺標準エックス線写真集」（平成

23 年３月）フィルム版及び電子媒体版の取扱いについて」の別添「「じん肺

標準エックス線写真集」電子媒体版について」において具備すべき条件を

示しているところであり、現行においてはエックス線撮影による検査の結

果の提出は原則フィルムに限られているが、平成 28 年３月 14 日基発 0314

第４号「「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正及び「審

査請求に関する事務取扱要領」の制定について」において、全国的に一定

の水準に達した段階で関係通達の改正を予定しているとしたところである。 

(7) 計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施 

労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)第 88 条に基づく計画の届出の徹

底を図り、その適切な審査及び実地調査を行う。 

また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた際には、

平成 12 年 12 月 26 日付け基発第 768 号の２「ずい道等建設工事における粉

じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における

粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に沿

った計画となっているか確認し、必要な指導を行う。 

(8) ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施 

ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期すためには、

工事発注者が粉じん障害防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずる

ことが重要である。このため、国の出先機関及び地方公共団体等との間の

建設工事関係者連絡会議等を通じて、ガイドラインに基づく対策を実施す

るための措置について要請を行うとともに、建設業労働災害防止協会が、

最近の新たな技術の動向も踏まえて旧版に替わり策定した「新版ずい道等

建設工事における換気技術指針」 (平成 24 年３月)についても、必要に応

じ、参照するよう周知する。 

 

２ 本省の実施事項 

(1) 事業者団体等に対する要請の実施 

電動ファン付き呼吸用保護具の使用が有効であると考えられる業種の事

業者団体に、電動ファン付き呼吸用保護具の使用の推進を図るよう要請す

る。 

また、粉じん則の対象とならない作業を行う場合を含め、粉状の異物を

大量に吸入した場合には肺に異物が蓄積し、肺障害を起こすことが知られ

ていることから、粉状の物質又は利用先で粉状となる物質を譲渡提供する

際に、有害性情報を記載した SDS の交付を行うよう要請する。 

(2) じん肺診査体制の強化 

中央じん肺診査医会で地方じん肺診査医会の運営状況やじん肺の診査が

困難となる場合における原因を把握するよう努め、必要な技術的支援に努
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める。また、じん肺管理区分決定の申請者の利便性の向上や遠隔相談によ

る支援を目指し、医療用モニターの導入を進める。 

(3) 各種調査・研究の実施 

粉じんばく露の防止に効果的な呼吸用保護具の適正な使用に関する研究

を行う。 

また、近年、非典型的で急速に進行するじん肺の事案が散見されている

ことから、それらについての調査研究を行う。 

(4) その他検討の実施 

簡便かつ負担の少ない正確なトンネル切羽付近の粉じん濃度測定・評価

方法について検討し、作業環境を把握するためのより適切な手法の選択肢

を広げ、確立する。 

所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に従事する労働者のじん肺

関係の健康情報、有害業務従事歴等の一元管理を行う建設業労働災害防止

協会に対して支援を行い、トンネル工事に従事した労働者の健康管理の充

実を図る。 
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(別添) 

 

粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 

 

第１ 趣旨 

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障

害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号。以下「粉じん則」という。)及びじん

肺法(昭和 35年法律第 30号)の各規定に定める措置等を講じなければならない。

また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、 

粉じんによる健康障害防止のための自主的取組を推進することが望まれる。 

本「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら

事業者が講じなければならない措置等のうち今後５年間において事業者が特に

実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するために必要な措置をとりまとめ

たものである。 

じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見

労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進する

ことが重要である。 

このため、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である

呼吸用保護具の適正な使用を推進するとともに、粉じんの有害性と対策の必要

性の認識を喚起する必要がある。特に近年の粉じん則及びじん肺法施行規則（昭

和 35 年労働省令第６号。以下「じん肺則」という。）の改正においても、屋外

における岩石・鉱物の研磨作業・ばり取り作業や屋外における鉱物等の破砕作

業をはじめ、呼吸用保護具の使用を要する作業を追加する改正が複数なされて

いるところであり、これらの改正内容の確実な実施について周知を図る必要が

ある。 

引き続きずい道等建設工事における粉じん障害防止対策に取り組む必要があ

る。 

また、じん肺所見が認められる労働者に対して、適切に健康管理措置を進め

ていくためには、事業者が行うじん肺健康診断についても着実に実施されるよ

う取り組むことが必要である。 

さらに、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引

き続き推進する必要がある。 

加えて、地域の実情をみると、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業に係

る粉じん障害防止対策、金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等の推進

を図る必要がある都道府県労働局（以下「局」という。）もみられることから、

上記５つの重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これ

までの各局の総合対策の推進状況等に応じて、上記以外の粉じん障害防止対策

を推進する必要がある。 

上記内容をふまえ、第９次粉じん障害防止総合対策においては、「屋外にお

ける岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作

業に係る粉じん障害防止対策」「ずい道等建設工事における粉じん障害防止対
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策」「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進」「じん肺健康診断の

着実な実施」「離職後の健康管理の推進」「その他地域の実情に即した事項」

を重点事項として、主としてこれら事項において事業者が重点的に講ずべき措

置について記述している。 

 

第２ 具体的実施事項 

１ 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における

鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策 

(1) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業に係る粉じん障害

防止対策 

事業者は、粉じん障害防止規則の一部を改正する省令（平成 26 年厚生労

働省令第 70 号）により、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り

作業が呼吸用保護具の使用義務の対象作業となったことから、これらの作

業に労働者を従事させる場合には、呼吸用保護具の使用を徹底すること。 

また、事業者は、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業

に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用する必要があること等の周

知徹底を図るため、その要旨を記したものを、屋外における岩石・鉱物の

研磨作業又はばり取り作業を行う作業場の見やすい場所への掲示、粉じん

障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等

を実施すること。 

なお、事項の周知徹底については衛生委員会等も活用すること。 

(2) 屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策 

事業者は、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する

省令（平成 29 年厚生労働省令第 58 号）により、屋外における鉱物等の破

砕作業が呼吸用保護具の使用義務の対象作業となったことから、これらの

作業に労働者を従事させる場合には、呼吸用保護具の使用を徹底すること。 

また、事業者は、屋外における鉱物等の破砕作業に従事する労働者は有

効な呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、そ

の要旨を記したものを、屋外における鉱物等の破砕作業を行う作業場の見

やすい場所への掲示、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対

策の日を活用した普及啓発等を実施すること。 

なお、事項の周知徹底については衛生委員会等も活用すること。 

 

２ ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 

(1) ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく

対策の徹底 

事業者は、平成 12 年 12 月 26 日付け基発第 768 号の２「ずい道等建設工

事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設

工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」と

いう。)に基づくその措置を講じること。また、必要に応じ、建設業労働災
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害防止協会の「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成 24 年

３月)も参照すること。 

特に、次の作業において、労働者に使用させなければならない呼吸用保

護具は電動ファン付き呼吸用保護具に限られることに留意すること。 

また、その使用に当たっては、粉じん作業中にファンが有効に作動する

ことが必要であるため、予備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付け

等を行うこと。 

    [1] 動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業 

    [2] 動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業 

    [3] コンクリート等を吹き付ける場所における作業 

なお、事業者は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 88 条に基づ

く「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は労働

基準監督署長に提出する場合には、ガイドライン内記載の「粉じん対策に

係る計画」を添付すること。 

(2) 健康管理対策の推進 

ア じん肺健康診断の実施の徹底 

事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺

健康管理実施状況報告を提出すること。また、事業者は、じん肺健康診

断の結果に応じて、当該事業場における労働者の実情等を勘案しつつ、

粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行う

こと。 

イ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進 

事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産

業医等による継続的な保健指導を実施するとともに、平成９年２月３日

付け基発第 70 号「「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイ

ドライン」の周知・普及について」において示された「じん肺有所見者

に対する健康管理教育のためのガイドライン」（以下「健康管理教育ガ

イドライン」という。）に基づく健康管理教育を推進すること。 

さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスク

がより一層上昇すること、一方、禁煙により発生リスクの低下が期待で

きることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対する肺がんに関する

検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを

行うこと。 

(3) 元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等 

元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、

教育に対する指導及び援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術

上の指導等を行うこと。 

 

３ 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進 

事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講

じること。 
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(1) 保護具着用管理責任者の選任 

平成 17 年２月７日付け基発第 0207006 号「防じんマスクの選択、使用等

について」に基づき、作業場ごとに、「保護具着用管理責任者」を、衛生

管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等

を有する者から選任すること。 

(2) 呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進 

事業者は労働者に対し防じんマスクの使用の必要性について教育を行う

こと。 

また、「保護具着用管理責任者」に対し、次の適正な選択、使用及び保

守管理を行わせること。 

[1] 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する

指導 

[2] 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄 

[3] 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を

記録する台帳を整備すること等フィルタの交換の管理 

また、顔面とマスクの接地面に皮膚障害がある場合等は、漏れ率の測定

や公益社団法人日本保安用品協会が実施する「保護具アドバイザー養成・

確保等事業」にて養成された保護具アドバイザーに相談をすること等によ

り呼吸用保護具の適正な使用を確保すること。 

(3) 電動ファン付き呼吸用保護具の活用について 

電動ファン付き呼吸用保護具の使用は、防じんマスクを使用する場合と

比べて、一般的に防護係数が高く身体負荷が軽減されるなどの観点から、

より有効な健康障害防止措置であることから、じん肺法 20 条の３の規定に

より粉じんにさらされる程度を低減させるための措置の一つとして、電動

ファン付き呼吸用保護具を使用すること。 

なお、電動ファン付き呼吸用保護具を使用する際には、取扱説明書に基

づき動作確認等を確実に行った上で使用すること。  

 

４ じん肺健康診断の着実な実施 

(1) じん肺健康診断の実施の徹底 

事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健

康管理実施状況報告を提出すること。また、労働者のじん肺健康診断に関

する記録の作成に当たっては、粉じん作業職歴を可能な限り記載し、作成

した記録の保存を確実に行うこと。じん肺健康診断の結果に応じて、当該

事業場における労働者の実情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又

は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこと。 

(2) じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進 

事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業

医等による継続的な保健指導を実施するとともに、「健康管理教育ガイド

ライン」に基づく健康管理教育を推進すること。 

さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクが
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より一層上昇すること、一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できる

ことから、事業者は、じん肺有所見労働者に対する肺がんに関する検査の

実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行うこ

と。 

 

５ 離職後の健康管理の推進 

事業者は、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理 2又は管理 3 の離

職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」(平成 29

年 3 月策定。以下「ガイドブック」という。)を配付するとともに、ガイドブ

ック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周

知すること。その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の

働きかけを行うこと。なお、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるた

め、粉じん作業に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴の記入欄があることに

留意すること。 

また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職によ

り事業者の管理から離れるに当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康

診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必要な書類をとりまとめ、求

めに応じて労働者に提供すること。 

 

６ その他地域の実情に即した事項 

地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業と岩石等の裁断等の作業

に係る粉じん障害防止対策、金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等

の推進を図る必要があることから、事業者は、必要に応じ、これらの粉じん

障害防止対策等について、第８次粉じん障害防止総合対策の「粉じん障害を

防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の以下の措置を引き続き講じ

ること。 

(1) アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策 

ア 改正粉じん則及び改正じん肺法施行規則(平成 24 年４月１日施行)の

内容に基づく措置の徹底 

イ 局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の

改善 

ウ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 

エ 健康管理対策の推進 

オ じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底 

(2) 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策 

ア 特定粉じん発生源に対する措置の徹底等 

イ 特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を

通じた作業環境の改善 

ウ 局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施 

エ 作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底 

オ 特別教育の徹底 
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第9次粉じん障害防止総合対策
 

6 
 

カ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 

キ たい積粉じん対策の推進 

ク 健康管理対策の推進 

 

７ その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策 

事業者は、上記の措置に加え、作業環境測定の結果、じん肺新規有所見労

働者の発生数、職場巡視の結果等を踏まえ、適切な粉じん障害防止対策を推

進すること。 
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平成26年6月1日から改正「石綿障害予防規則」が施行されます
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平成26年6月1日から改正「石綿障害予防規則」が施行されます
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平成26年6月1日から改正「石綿障害予防規則」が施行されます
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平成26年6月1日から改正「石綿障害予防規則」が施行されます
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平成26年6月1日から改正「石綿障害予防規則」が施行されます
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平成26年6月1日から改正「石綿障害予防規則」が施行されます
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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リスクアセスメントをやってみよう　危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜



92

労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働安全衛生マネジメントシステム　〜効果的なシステムの実施に向けて〜
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）



104

労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう（化学物質取扱事業場向け）
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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「労働時間等見直しガイドライン」を活用して
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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こころの健康　気づきのヒント集（抄）
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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ストレスチェック制度導入マニュアル
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（抄）

厚生労働省・中央労働災害防止協会「改訂　心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」より
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（抄）
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（抄）
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（抄）
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（抄）
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（抄）
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（抄）
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職場でつらい思いしてませんか？職場でのあらゆるハラスメントは許されません！
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職場でつらい思いしてませんか？職場でのあらゆるハラスメントは許されません！
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職場でつらい思いしてませんか？職場でのあらゆるハラスメントは許されません！
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職場でつらい思いしてませんか？職場でのあらゆるハラスメントは許されません！
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労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
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労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
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二次健康診断等給付の請求手続き
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二次健康診断等給付の請求手続き
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二次健康診断等給付の請求手続き
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二次健康診断等給付の請求手続き
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二次健康診断等給付の請求手続き
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二次健康診断等給付の請求手続き
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二次健康診断等給付の請求手続き
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腰痛の防止について
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腰痛の防止について
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腰痛の防止について
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腰痛の防止について



186

治療と職業生活の両立支援に向けて

Ⅰ
事前の対応
（労働協約・就業規則など諸規程の整備）

事後の対応
（労働者から両立支援の申出があった場合）

Ⅱ

長期にわたる治療が必要な疾病が対象か。
がん
脳卒中
心疾患
糖尿病
肝炎
その他難病
人工透析
不妊治療
精神疾患
その他
すべての雇用労働者が対象か。
正社員・正職員
パート社員・パート職員
派遣社員・派遣職員
契約社員・契約職員
嘱託社員・嘱託職員
その他
労働者本人の状況に対応できる柔軟なものか。
就業場所の変更
作業の転換（職種・職務内容を特定した雇用契約も含む）
労働時間の短縮
深夜業の回数減少
時間単位の年次有給休暇
傷病休暇・病気休暇など（年次有給休暇と別枠）
時差出勤制度
短時間勤務制度
在宅勤務制度
試し勤務制度
労働組合も関与して柔軟に見直せるか。
関係者の役割分担と連携方法が明確か。
労働者本人
人事労務担当者
主治医
産業医
産業保健スタッフ（保健師、看護師など）
労働組合
上司・同僚など
相談窓口が明確か。
情報管理体制（情報漏洩防止対策）が整備されているか。
事業者が本人同意なしに疾病に関する情報を取得してはな
らないと規定されているか。（定期健康診断を除く）
疾病に関する情報の取扱担当者が明確か。
取り扱われる情報の範囲が明確か。
就業上の措置など必要に応じて、関係者が本人同意を得た
上で疾病に関する情報を共有できると規定されているか。
疾病に関する情報を共有する関係者の範囲が明確か。
共有される情報の範囲が明確か。
両立支援の手続に使用する書類の様式が整備されているか。
両立支援に関する研修や制度・手続に関する周知がすべて
の労働者（管理職も含む）に対し、定期的に行われているか。
両立支援に関する支援制度（公的、社内）が示されているか。
両立支援に関する支援機関が示されているか 。

チェック項 目 内 容

１ 

対
象
疾
病

２ 

対
象
者

３ 

配
慮
措
置

５ 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

７ 

研
修
・
周
知

6 書式整備

役
割
分
担
・
連
携
体
制
・

相
談
窓
口

４

休業から職場復帰までの手順や手続が説明されるよう規定
されているか。
休業可能期間が説明されるよう規定されているか。
休業期間中の賃金の取り扱いが説明されるよう規定されて
いるか。
その他、休業に関する制度について、説明されるよう規定
されているか。

フォローアップが行われるよう規定されているか。

労働者本人・家族へのインフォームドコンセントと主治医
の診断書の内容が一致しているか。予後や後遺障害の告知
などについて主治医と共有できているか。
労働者本人の就業意欲、生活リズム、通勤を含めた適応力、
メンタルヘルス不調の合併などについて、産業医が直接面
談で確認するよう規定しているか。
労使で策定するよう規定されているか。
労働者本人の状況など必要に応じて労使で柔軟に見直すよ
う規定されているか。
「❶治療・投薬などの状況と今後の治療・通院の予定」の項
目があるか。
「❷就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時
期・期間」の項目があるか。
「❸フォローアップの方法とスケジュール」の項目があるか。
「❹職場復帰予定日」の項目があるか。

❶一般の病院や一部の診療所には、「医療福祉相談室」や「地域連携室」
に医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）が在籍していることが多い。

ＭＳＷは、医療費の自己負担の軽減方法や、年金、介護保険、障が
い者支援をはじめ、治療と職業生活の両立の上で活用できる制度が
ないか、相談を受けつけている。

ＭＳＷは、相談者のために、自己決定を尊重しつつ、より良い生活
が実現できるよう、社会的な視点を持ちながら支援・援助する職種
であり、ＭＳＷが活用できることについて、労働者本人や家族に助言
することも勘案すべきである。

❷予後を知る事で人生の捉え方を踏まえた配慮ができる反面、生命予
後は不確実な情報であるため、労働者本人にとって不利益にならな
いよう十分な注意が必要である。

❸リハビリ出勤などを行う際には、事故が発生したときの責任・補償
範囲などを明確にすることも重要である。

チェック項 目 内 容

休
業
開
始
前

労使で策定するよう規定されているか。
労働者本人の状況など必要に応じて労使で柔軟に見直すよ
う規定されているか。
「❶治療・投薬などの状況と今後の治療・通院の予定」の項
目があるか。
「❷就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時
期・期間」の項目があるか。
「❸フォローアップの方法とスケジュール」の項目があるか。

チェック項 目 内 容

Case１│労働者が休業する必要のない場合

Case２│労働者が休業する必要のある場合

両
立
支
援
プ
ラ
ン

編集・発行　日本労働組合総連合会（連合）雇用対策局　TEL：03-5295-0519

ⅰ

職
場
復
帰
の

可
否
判
断

ⅲ

職
場
復
帰

支
援
プ
ラ
ン

ⅳ

休
業

期
間
中

ⅱ

事後の対応に関する参考情報

がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病やメンタルヘルス不調
など、長期にわたる治療を必要とする疾病によって休業を余儀なくさ
れる労働者が増加しています。
これらの疾病にかかった労働者の中には、仕事上の理由で適切な治療
が受けられない、また、労働者自身の理解不足や職場の理解・支援不
足などによって離職にいたってしまうケースがあります。
これは、すべての労働者・職場において起こり得ることです。
一方、診断技術や治療方法の進歩により、長期治療を必要とする疾病
にかかっても、職業生活を継続できる可能性が広がっています。
重要なのは、長期にわたる治療が必要な疾病を抱える労働者が、適切
な治療を受けながら働き続けられる職場環境をつくることです。

これらの状況を踏まえ、連合は2016年11月、「治療と職業生活の両
立支援に向けた取り組み指針」をまとめました。
このリーフレットでは、治療と職業生活の両立支援（以下、「両立
支援」）において、労働組合として職場で取り組むべき内容や点検すべ
き内容を紹介しています。

治療と職業生活の両立支援チェックリスト

両
立
支
援
に

つ
い
て

考
え
よ
う
！

職
場
の
仲
間
が

働
き
続
け
ら
れ
る

よ
う
に…

一緒に働く仲間が、病気を理由に職場を去らずにすむよう
ぜひご活用ください。

1

治療と職業生活の

2017年11月

両立支援に向けて

日本労働組合総連合会（連合）

同じ職場で働く仲間が、病気を理由に
職場を去らずにすむように｛ ｝
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労働協約・就業規則など諸規程を整備しましょう。その際、下記の各項目が含まれ
るようにしましょう（既に労働協約・就業規則など諸規程が整備されている場合も、
改めて下記の各項目が含まれているか確認しましょう）。
※両立支援に際しては、労働時間に対する配慮のほか、本人の健康状態や業務遂行能力など幅広い要素を踏
まえた就業上の措置、必要に応じた柔軟な見直しが必要である点に留意しましょう。

事業者が下記❶～❸を含む「両立支援プラン」を策定するよう労働協約・就業規則など諸規程で定めましょう。
❶　治療・投薬などの状況と今後の治療・通院の予定
❷　就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時期・期間
❸ フォローアップの方法とスケジュール（主治医・産業医・産業保健スタッフ・人事労務担当者と

あらかじめ定めた方法での連絡や面談・相談、状況や治療の経過・今後の見込みなどの確認、利用
可能な支援制度の情報提供など）

事業者が下記の手順で対応するよう労働協約・就業規則など諸規程で定めましょう。

① 両立支援、休業・職場復帰を判断する上で必要な労働者の情
報を事業者が収集する際、労働者本人の同意を得ること。

②　疾病を理由とした安易な就業禁止や休業ではなく、就業上の
措置（就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
の回数減少など）を講ずることで、できるだけ就業の機会を
失わないようにすること。

③ 休業する労働者に対し、事業者は休業に関する情報（休業か
ら職場復帰までの手順や手続、休業可能期間、休業期間中の
賃金の取り扱いなど）を都度十分に提供すること。

事前の対応（労働協約・就業規則など諸規程の整備） 事後の対応（労働者から両立支援の申出があった場合）

長期にわたる治療が必要な疾病※。
※がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病、人工透析や不妊治療、精神疾患など対象疾病11

情報漏洩防止対策も含めた情報管理体制を整備する。
※定期健康診断を除き、事業者が本人の同意なしに疾病に関する情報を取得してはならない
こと、情報を取り扱う担当者、取り扱われる情報の範囲を明確に
※就業上の措置など必要に応じて、本人の同意を得た上で疾病に関する情報が両立支援の関
係者で共有すること、その際の関係者・個人情報の範囲も明確に

プライバシー保護
55

すべての労働者（管理職も含む）に対し、両立支援に関する意識啓発に向けた研修
や制度・手続に関する周知を定期的に行う。
※労働者の申出から両立支援、職場復帰までの手順を図で示す
※両立支援に関して、利用可能な支援制度、事業場の近くにあるなど利用可能な支援機関を
示す

研修・周知
77

両立支援の関係者（労働者本人、人事労務担当者、主治医、産業医、保健師や看護師
などの産業保健スタッフ、労働組合、上司・同僚など）の役割分担と連携方法、相
談窓口を明確に。

役割分担・連携体制・
相談窓口

44

正社員・正職員、パート、派遣、契約、嘱託など雇用・就業形態の違いに関わらず、
事業場で雇用されるすべての労働者。対象者22

就業上の措置や治療に対する配慮、多様な休暇制度や勤務制度などは画一的では
なく、本人の状況に対応できる柔軟なものに。配慮措置33

両立支援の手続に使用する書類の様式を整備する。書式整備66

④ 負荷がかかる周囲の者（上司・同僚など）に対し、事業者は必
要な範囲に限定した上で疾病に関する労働者の情報を都度
開示して理解を得るとともに、過度の負担がかからないよう
にすること。

⑤　休業中の労働者に対し、休業期間中のフォローアップを行う
こと。

⑥ 職場復帰の可否判断に際し、意見の相違がある場合（主治医
は職場復帰を可能と判断する一方で、産業医や事業者は職場
復帰を不可と判断するなど）、労働組合は本人の意向を十分
に確認して対応すること。

労働者が休業する必要のない場合…「両立支援プラン」

労働者が休業する必要のある場合

Ⅰ Ⅱ

Case
1

Case
2

本人に対し、休業に関する制度について説明・情報提供を行う。
※休業から職場復帰までの手順や手続、休業可能期間、休業期間中の賃金の取り扱いなど

休業開始前の説明・情報提供ⅰ

休業中の本人に対し、フォローアップ（Ⅱ ❸参照）を行う。
休業期間中のフォローアップⅱ

Case
1

職場復帰の可否判断ⅲ

上記 で職場復帰が可能と判断された場合、事業者が下記❶～❹を含む「職場復帰支援プラン」
を策定するよう労働協約・就業規則など諸規程で定めましょう。
❶　治療・投薬などの状況おと今後の治療・通院の予定
❷　就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時期・期間
❸　フォローアップの方法とスケジュール（Ⅱ ❸参照）
❹　職場復帰予定日　※❹の「職場復帰予定日」以外は両立支援プランと同じ

「職場復帰支援プラン」の策定ⅳ
ⅲ

Case
1

3

両立支援、休業・職場復帰に際しての留意点!



188

治療と職業生活の両立支援に向けて

労働協約・就業規則など諸規程を整備しましょう。その際、下記の各項目が含まれ
るようにしましょう（既に労働協約・就業規則など諸規程が整備されている場合も、
改めて下記の各項目が含まれているか確認しましょう）。
※両立支援に際しては、労働時間に対する配慮のほか、本人の健康状態や業務遂行能力など幅広い要素を踏
まえた就業上の措置、必要に応じた柔軟な見直しが必要である点に留意しましょう。

事業者が下記❶～❸を含む「両立支援プラン」を策定するよう労働協約・就業規則など諸規程で定めましょう。
❶　治療・投薬などの状況と今後の治療・通院の予定
❷　就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時期・期間
❸　フォローアップの方法とスケジュール（主治医・産業医・産業保健スタッフ・人事労務担当者と

あらかじめ定めた方法での連絡や面談・相談、状況や治療の経過・今後の見込みなどの確認、利用
可能な支援制度の情報提供など）

事業者が下記の手順で対応するよう労働協約・就業規則など諸規程で定めましょう。

①　両立支援、休業・職場復帰を判断する上で必要な労働者の情
報を事業者が収集する際、労働者本人の同意を得ること。

②　疾病を理由とした安易な就業禁止や休業ではなく、就業上の
措置（就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
の回数減少など）を講ずることで、できるだけ就業の機会を
失わないようにすること。

③　休業する労働者に対し、事業者は休業に関する情報（休業か
ら職場復帰までの手順や手続、休業可能期間、休業期間中の
賃金の取り扱いなど）を都度十分に提供すること。

事前の対応（労働協約・就業規則など諸規程の整備） 事後の対応（労働者から両立支援の申出があった場合）

長期にわたる治療が必要な疾病※。
※がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病、人工透析や不妊治療、精神疾患など対象疾病11

情報漏洩防止対策も含めた情報管理体制を整備する。
※定期健康診断を除き、事業者が本人の同意なしに疾病に関する情報を取得してはならない
こと、情報を取り扱う担当者、取り扱われる情報の範囲を明確に
※就業上の措置など必要に応じて、本人の同意を得た上で疾病に関する情報が両立支援の関
係者で共有すること、その際の関係者・個人情報の範囲も明確に

プライバシー保護
55

すべての労働者（管理職も含む）に対し、両立支援に関する意識啓発に向けた研修
や制度・手続に関する周知を定期的に行う。
※労働者の申出から両立支援、職場復帰までの手順を図で示す
※両立支援に関して、利用可能な支援制度、事業場の近くにあるなど利用可能な支援機関を
示す

研修・周知
77

両立支援の関係者（労働者本人、人事労務担当者、主治医、産業医、保健師や看護師
などの産業保健スタッフ、労働組合、上司・同僚など）の役割分担と連携方法、相
談窓口を明確に。

役割分担・連携体制・
相談窓口

44

正社員・正職員、パート、派遣、契約、嘱託など雇用・就業形態の違いに関わらず、
事業場で雇用されるすべての労働者。対象者22

就業上の措置や治療に対する配慮、多様な休暇制度や勤務制度などは画一的では
なく、本人の状況に対応できる柔軟なものに。配慮措置33

両立支援の手続に使用する書類の様式を整備する。書式整備66

④　負荷がかかる周囲の者（上司・同僚など）に対し、事業者は必
要な範囲に限定した上で疾病に関する労働者の情報を都度
開示して理解を得るとともに、過度の負担がかからないよう
にすること。

⑤　休業中の労働者に対し、休業期間中のフォローアップを行う
こと。

⑥　職場復帰の可否判断に際し、意見の相違がある場合（主治医
は職場復帰を可能と判断する一方で、産業医や事業者は職場
復帰を不可と判断するなど）、労働組合は本人の意向を十分
に確認して対応すること。

労働者が休業する必要のない場合…「両立支援プラン」

労働者が休業する必要のある場合

Ⅰ Ⅱ

Case
1

Case
2

本人に対し、休業に関する制度について説明・情報提供を行う。
※休業から職場復帰までの手順や手続、休業可能期間、休業期間中の賃金の取り扱いなど

休業開始前の説明・情報提供ⅰ

休業中の本人に対し、フォローアップ（Ⅱ 　 ❸参照）を行う。
休業期間中のフォローアップⅱ

Case
1

職場復帰の可否判断ⅲ

上記　 で職場復帰が可能と判断された場合、事業者が下記❶～❹を含む「職場復帰支援プラン」
を策定するよう労働協約・就業規則など諸規程で定めましょう。
❶　治療・投薬などの状況おと今後の治療・通院の予定
❷　就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時期・期間
❸　フォローアップの方法とスケジュール（Ⅱ 　 ❸参照）
❹　職場復帰予定日　※❹の「職場復帰予定日」以外は両立支援プランと同じ

「職場復帰支援プラン」の策定ⅳ
ⅲ

Case
1

2

両立支援、休業・職場復帰に際しての留意点!
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Ⅰ
事前の対応
（労働協約・就業規則など諸規程の整備）

事後の対応
（労働者から両立支援の申出があった場合）

Ⅱ

長期にわたる治療が必要な疾病が対象か。
がん
脳卒中
心疾患
糖尿病
肝炎
その他難病
人工透析
不妊治療
精神疾患
その他
すべての雇用労働者が対象か。
正社員・正職員
パート社員・パート職員
派遣社員・派遣職員
契約社員・契約職員
嘱託社員・嘱託職員
その他
労働者本人の状況に対応できる柔軟なものか。
就業場所の変更
作業の転換（職種・職務内容を特定した雇用契約も含む）
労働時間の短縮
深夜業の回数減少
時間単位の年次有給休暇
傷病休暇・病気休暇など（年次有給休暇と別枠）
時差出勤制度
短時間勤務制度
在宅勤務制度
試し勤務制度
労働組合も関与して柔軟に見直せるか。
関係者の役割分担と連携方法が明確か。
労働者本人
人事労務担当者
主治医
産業医
産業保健スタッフ（保健師、看護師など）
労働組合
上司・同僚など
相談窓口が明確か。
情報管理体制（情報漏洩防止対策）が整備されているか。
事業者が本人同意なしに疾病に関する情報を取得してはな
らないと規定されているか。（定期健康診断を除く）
疾病に関する情報の取扱担当者が明確か。
取り扱われる情報の範囲が明確か。
就業上の措置など必要に応じて、関係者が本人同意を得た
上で疾病に関する情報を共有できると規定されているか。
疾病に関する情報を共有する関係者の範囲が明確か。
共有される情報の範囲が明確か。
両立支援の手続に使用する書類の様式が整備されているか。
両立支援に関する研修や制度・手続に関する周知がすべて
の労働者（管理職も含む）に対し、定期的に行われているか。
両立支援に関する支援制度（公的、社内）が示されているか。
両立支援に関する支援機関が示されているか 。

チェック項 目 内 容

１ 

対
象
疾
病

２ 

対
象
者

３ 

配
慮
措
置

５ 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

７ 

研
修
・
周
知

6 書式整備

役
割
分
担
・
連
携
体
制
・

相
談
窓
口

４

休業から職場復帰までの手順や手続が説明されるよう規定
されているか。
休業可能期間が説明されるよう規定されているか。
休業期間中の賃金の取り扱いが説明されるよう規定されて
いるか。
その他、休業に関する制度について、説明されるよう規定
されているか。

フォローアップが行われるよう規定されているか。

労働者本人・家族へのインフォームドコンセントと主治医
の診断書の内容が一致しているか。予後や後遺障害の告知
などについて主治医と共有できているか。
労働者本人の就業意欲、生活リズム、通勤を含めた適応力、
メンタルヘルス不調の合併などについて、産業医が直接面
談で確認するよう規定しているか。
労使で策定するよう規定されているか。
労働者本人の状況など必要に応じて労使で柔軟に見直すよ
う規定されているか。
「❶治療・投薬などの状況と今後の治療・通院の予定」の項
目があるか。
「❷就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時
期・期間」の項目があるか。
「❸フォローアップの方法とスケジュール」の項目があるか。
「❹職場復帰予定日」の項目があるか。

❶一般の病院や一部の診療所には、「医療福祉相談室」や「地域連携室」
に医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）が在籍していることが多い。

ＭＳＷは、医療費の自己負担の軽減方法や、年金、介護保険、障が
い者支援をはじめ、治療と職業生活の両立の上で活用できる制度が
ないか、相談を受けつけている。

ＭＳＷは、相談者のために、自己決定を尊重しつつ、より良い生活
が実現できるよう、社会的な視点を持ちながら支援・援助する職種
であり、ＭＳＷが活用できることについて、労働者本人や家族に助言
することも勘案すべきである。

❷予後を知る事で人生の捉え方を踏まえた配慮ができる反面、生命予
後は不確実な情報であるため、労働者本人にとって不利益にならな
いよう十分な注意が必要である。

❸リハビリ出勤などを行う際には、事故が発生したときの責任・補償
範囲などを明確にすることも重要である。

チェック項 目 内 容

休
業
開
始
前

労使で策定するよう規定されているか。
労働者本人の状況など必要に応じて労使で柔軟に見直すよ
う規定されているか。
「❶治療・投薬などの状況と今後の治療・通院の予定」の項
目があるか。
「❷就業上の措置と治療に対する配慮の具体的内容と実施時
期・期間」の項目があるか。
「❸フォローアップの方法とスケジュール」の項目があるか。

チェック項 目 内 容

Case１│労働者が休業する必要のない場合

Case２│労働者が休業する必要のある場合

両
立
支
援
プ
ラ
ン

編集・発行　日本労働組合総連合会（連合）雇用対策局　TEL：03-5295-0519

ⅰ

職
場
復
帰
の

可
否
判
断

ⅲ

職
場
復
帰

支
援
プ
ラ
ン

ⅳ

休
業

期
間
中

ⅱ

事後の対応に関する参考情報

がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病やメンタルヘルス不調
など、長期にわたる治療を必要とする疾病によって休業を余儀なくさ
れる労働者が増加しています。
これらの疾病にかかった労働者の中には、仕事上の理由で適切な治療
が受けられない、また、労働者自身の理解不足や職場の理解・支援不
足などによって離職にいたってしまうケースがあります。
これは、すべての労働者・職場において起こり得ることです。
一方、診断技術や治療方法の進歩により、長期治療を必要とする疾病
にかかっても、職業生活を継続できる可能性が広がっています。
重要なのは、長期にわたる治療が必要な疾病を抱える労働者が、適切
な治療を受けながら働き続けられる職場環境をつくることです。

これらの状況を踏まえ、連合は2016年11月、「治療と職業生活の両
立支援に向けた取り組み指針」をまとめました。
このリーフレットでは、治療と職業生活の両立支援（以下、「両立
支援」）において、労働組合として職場で取り組むべき内容や点検すべ
き内容を紹介しています。

治療と職業生活の両立支援チェックリスト

両
立
支
援
に

つ
い
て

考
え
よ
う
！

職
場
の
仲
間
が

働
き
続
け
ら
れ
る

よ
う
に…

一緒に働く仲間が、病気を理由に職場を去らずにすむよう
ぜひご活用ください。

1

治療と職業生活の

2017年11月

両立支援に向けて

日本労働組合総連合会（連合）

同じ職場で働く仲間が、病気を理由に
職場を去らずにすむように｛ ｝
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事業場規模別・業種別安全衛生管理組織
労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生

管理者、安全管理者、衛生管理者、及び産業医の選任を義務づけています。それぞれ業種・事業場規模によ
り各管理者等の設置及び選任の有無が異なるので、下表により確認をして下さい。

各組織の役割及び職務

総括安全衛生管理者
（労働安全衛生法第10条、安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等）
総括安全衛生管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の
労働基準監督署長へ報告する必要があります。（労働安全衛生規則第2条）

1．総括安全衛生管理者・・・
労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括

安全衛生管理者」として選任し、その者に「安全管理者、衛生管理者等」を指揮させるとともに、労働者の
危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。

2．選任すべき資格要件
当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者（工場長など）

安全衛生管理体制について
東京労働局、京都労働局ウェブサイトより

〈令2条1号の業種〉 〈令2条2号の業種〉業種

規模

〈令2条3号の業種〉
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 その他の業種製造業（物の加工業を含む）、電気業、ガス業、熱供

給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
建具、じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・
建具、じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴル
フ場業、自動車整備業及び機械修理業

事 業 者

産業医
選任

事 業 者

総括安全衛生管理者

産業医
選任

事 業 者

総括安全衛生管理者

産業医

衛生管理者

安全管理者 衛生管理者

選任

指揮

事 業 者

産業医

衛生管理者

選任

安全管理者
（安衛法11条）

衛生管理者
（安衛法12条）

総括安全衛生管理者

事 業 者
選任

安全衛生推進者

事 業 者
選任

安全衛生推進者

事 業 者

事 業 者 事 業 者 事 業 者

選任

衛生推進者

（安衛法10条）
指揮

指揮

（安衛法12条の2）

事 業 者

産業医
選任

安全管理者 衛生管理者

事 業 者

産業医
選任

安全管理者 衛生管理者

（令：労働安全衛生法施行令）

1000～

300～999

100～299

50～99

10～49

1～9
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3．総括安全衛生管理者の職務（労働安全衛生法第10条等）
「安全管理者、衛生管理者など」に指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑥安全衛生に関する方針の表明に関すること
⑦危険又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること （化学物質、化学物質を含有す

る製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについ
ては図●表の①、②の業種に限る）

⑧安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
⑨その他労働災害を防止するため必要な業務

安全管理者
〔労働安全衛生法第11条（労働安全衛生法施行令第2、3条、労働安全衛生規則第4〜6条等）〕
安全管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準
監督署長へ報告する必要があります。（労働安全衛生規則第4条）

1．安全衛生管理者・・・
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」（その事業場に専属の者）

を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。

2．選任すべき者の資格要件（労働安全衛生規則第5条）
①下表の年数以上産業安全の実務に従事した経験を有し、かつ「安全管理者選任時研修」（労働安全衛生規

則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修平成18.2.16厚生労働省告示第24号）を修了した
もの。

大学卒
高等専門学校卒 高校卒 その他

理科系統 2年 4年 7年
理科系統以外 4年 6年 7年

※「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける
管理業務等も含めることができます。

②労働安全コンサルタント
③平成18年10月1日時点において安全管理者としての経験が2年以上ある者（経過措置）

3．安全管理者の職務（労働安全衛生法第11条等）
（1）安全管理者は総括安全衛生管理者の業務のうち安全に関する技術的事項を管理することとなっています。

①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置（設
備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。）

②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備
③作業の安全についての教育及び訓練
④発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤消防及び避難の訓練
⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑧その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合におけ
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る安全に関し、必要な措置 など
（2）巡視及び権限の付与（労働安全衛生規則第6条）

①安全管理者は、作業場等を巡視し、設備作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を
防止するため必要な措置を講じなければなりません。

②事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。

衛生管理者
〔労働安全衛生法第12条（労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条等）〕
衛生管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準
監督署長へ報告する必要があります。（労働安全衛生規則第7条）

1．衛生管理者・・・
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」（その事業場に専属の者）を

選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

2．選任すべき資格要件（労働安全衛生規則第7条）

業 種 免許等保有者
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業（物の加工
業を含む。）、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び
清掃業

第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理
者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛
生コンサルタントなど

その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許も
しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または
医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど

※免許を受けることができる者
○　衛生管理者（第一種・第二種）
　・衛生管理者免許試験（第一種・第二種）に合格した者
　・保健師、薬剤師の免許を受けた者など
○　衛生工学衛生管理者
　・ 大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業した者等で、一定の講習

を修了した者など。大阪安全衛生教育センター他で受講（TEL 0721-65-1821㈹）

3．衛生管理者の職務
（1）衛生管理者は、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理することとなっています。

①健康に異常のある者の発見
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合におけ

る衛生に関し必要な措置
⑧衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など

（2）定期巡視（労働安全衛生規則第11条）
①衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがある

ときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
②事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。
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産業医
〔労働安全衛生法第13条（労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13、14条等）〕
産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督
署長へ報告する必要があります。（労働安全衛生規則第13条）

1．産業医・・・
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、

事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

2．選任すべき者の資格要件（労働安全衛生規則第14条、告示）
次のいずれかの要件を備えた者
①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定める

ものを修了した者（日本医師会の産業医学基礎研修を修了）
②産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて医学の正規の課程を修めて卒

業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修した者
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
⑤平成10年9月30日において産業医としての経験年数が3年以上である者（経過措置）など

3．産業医の職務（労働安全衛生規則第14、15条）
（1）産業医は、主に次の事項を行うこととされています。

①健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関す
ること

②作業環境の維持管理に関すること
③作業の管理に関すること
④労働者の健康管理に関すること
⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑥衛生教育に関すること
⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

（2）勧告等 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等に
ついて必要な勧告をすることができます。 また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理
者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。

（3）定期巡視及び権限の付与（労働安全衛生規則第15条）
①産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、

直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
②事業者は、産業医に対し、上記の事項をなし得る権限を与えなければなりません。

安全衛生推進者等
〔労働安全衛生法第12条の2（労働安全衛生規則第12条の2〜4条等）〕
安全衛生推進者等の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、安全衛生推進者の
氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知する必要があります。（労働安全衛生規
則第12条の3、4等）

1．安全衛生推進者等・・・
労働安全衛生法第12条の2では、一定の業種及び規模の事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者（以下、

「安全衛生推進者等」という。）を選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等の業
務を担当させることとなっております。 ※ 一定の業種及び規模については図●参照
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2．安全衛生推進者の職務（昭和63年9月16日基発第602号）
（1）施設、設備等（安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む）の点検及び使用状況の確認並びにこれ

らの結果に基づく必要な措置に関すること。
（2）作業環境の点検（作業環境測定を含む）及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に

関すること。
（3）健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
（4）安全衛生教育に関すること。
（5）異常な事態における応急措置に関すること。
（6）労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
（7）安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
（8）関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

3．安全衛生推進者の資格（昭和63年9月5日労働省告示第80号）
安全衛生推進者等には一定の資格が必要です。

（1）大学または高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上の安全衛生の実務経験者。
（2）高校を卒業した者で、その後3年以上の安全衛生の実務経験者。
（3）5年以上の安全衛生の実務経験者。
（4）厚生労働省労働基準局長が定める講習（安全衛生推進者等養成講習）を修了した者。
（5）その他厚生労働省労働基準局長が認めた者。

安全衛生委員会等
〔労働安全衛生法第17〜19条（労働安全衛生規則第21条〜23条の2等）〕
※下記に該当する事業場は委員会を、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。安全委員会及び衛
生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置するこ
とができます。（労働安全衛生法第19条）

1．対象業種および対象規模

対 象 業 種 対象規模

安全委員会

①

林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、
鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち
道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに
清掃業

50人以上

②

①以外の製造業（物の加工業を含む。）及び運送業、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう
器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料
小売業、旅館業、ゴルフ場業

100人以上

衛生委員会 すべての業種 50人以上

2．委員の構成（労働安全衛生法第17条、第18条、第19条）
（1）議長

総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理す
るもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの。（これに準ずる者とは、当該事業場におい
て事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者（副所長、副工場長等）です。）

（2）その他の委員
* 安全管理者（安全委員会の場合）
* 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの（安全委員会の場合）
* 衛生管理者（衛生委員会の場合）
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安全衛生管理体制について

* 産業医（衛生委員会の場合）
* 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの（衛生委員会の場合）

「その他の委員」の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者
の推薦に基づき指名しなければなりません。

3．調査審議事項（労働安全衛生法第17条、第18条）
安全委員会

（1）労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
（2）労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
（3）安全に関する規程の作成に関すること。
（4）危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置（法第28条の2第1項）のうち、安全に係る

ものに関すること。
（5）安全衛生に関する計画（安全に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関すること。
（6）安全教育の実施計画の作成に関すること。
（7）厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書に

より命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
衛生委員会

（1）労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
（2）労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
（3）労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
（4）衛生に関する規程の作成に関すること。
（5）危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置（法第 28 条の2第1項）のうち、衛生に係

るものに関すること。
（6）安全衛生に関する計画（衛生に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関すること。
（7）衛生教育の実施計画の作成に関すること。
（8）有害性の調査（法第57条の3第1項及び第57条の4第1項）並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
（9）作業環境測定（法第65条第1項又は第5項）の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
（10）定期に行われる健康診断、都道府県労働局長による指示（法第 66 条第4項）を受けて行われる臨時の

健康診断、自ら受けた健康診断（法第66条の2）及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師
の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

（11）労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
（12）長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
（13）労働者の精神的健康の保持を図るための対策の樹立に関すること。
（14）厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書に

より命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

4．議事の記録（労働安全衛生規則第23条）
委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存することが必要です。

5．議事概要の周知（労働安全衛生規則第23条）
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によっ

て労働者に周知することとされています。
（1）常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
（2）書面を労働者に交付する。
（3）磁気テープ、時期ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内

容を常時確認できる機器を設置する。
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産業医について
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産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました
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産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました
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産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました
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産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました



202

地域産業保健センターについて

独立行政法人労働者健康安全機構が運営するおおむね監督署管轄区域に設置されている、産業保健
総合支援センター地域窓口（通称：地域産業保健センター）では、労働者数50人未満の小規模事業者
やそこで働く方を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの以下の産業保健サービス
を無料で提供しています。

各サービスのご利用にあたっては、地域産業保健センターへの事前の申し込みが必要です。

1．長時間労働者への医師による面接指導の相談
労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積

した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけら
れています。

面接指導は、労働者数50人以上の事業場については平成18年（2006年）4月1日より義務づけられて
いますが、労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年（2008年）4月1日より適用されて
いますので、地域窓口（地域産業保健センター）を活用するなどして、面接指導又は面接指導に準ず
る必要な措置を講ずるようにしましょう。

2．健康相談窓口の開設
健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常

生活における健康保持増進の方法などについて医師や保健師が健康相談に応じます。
なお、一部のセンター（各都道府県1〜4 ヶ所程度）では、休日・夜間にも利用できるよう窓口の開

設等を行っています。

3．個別訪問による産業保健指導の実施
医師等が、訪問指導を希望する事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関し

て指導、助言を行います。また、医師が作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとと
もに、労働者から寄せられる健康診断の結果評価等の健康問題に関する相談にも応じます。

さらに、事業主からの相談内容や要望に応じて、産業保健総合支援センターと連携し、専門スタッ
フが事業場を訪問し、メンタルヘルス対策、作業環境管理、作業管理等状況に即した労働衛生管理の
総合的な助言・指導を行います。

4．産業保健情報の提供
産業保健に関する専門機関や各種の相談窓口等のリストを作成し、希望する事業場に情報提供して

います。

このほか、労働者の健康管理や産業保健に関するご相談を受け付けています。

詳しくは、各都道府県の地域産業保健センター、労働局又は労働基準監督署までお問い合わせ下さ
い。

地域産業保健センターについて
厚生労働省「こころの耳　働く人のメンタルヘルス　ポータルサイト」より
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）

安
全
衛
生
・
連
携

2　安全衛生の確保に関する重点事項＜連携＞
3　外国人の派遣労働者について

3　外国人の派遣労働者について

労働関係法令は、労働者の国籍にかかわらず当然に適用されます。
また、国籍を理由とする差別的取扱いについては、派遣元だけでなく、派遣先についても禁止さ
れています。

外国人の派遣労働者については、
・　労働条件の明示や安全衛生教育の実施、労働災害防止に関する標識、掲示等について、外国人
労働者がその内容を理解できる方法により行う
・　労働災害防止のための日本語教育等を実施する

、くづ基に」針指のめたるす処対に切適が主業事てし関に等善改の理管用雇の者働労人国外「、どな
必要な措置を講じてください。

５　派遣元でも派遣先の協力を得て再発防止対策を講じましょう
・　派遣労働者が労働災害に被災した場合、派遣先は、派遣元における安全衛生教育への活用や同
種業務に従事する派遣労働者への情報提供が行えるよう、派遣元に対し、当該労働災害の原因や
対策について必要な情報を提供しましょう。

６　派遣元・派遣先の適切な連絡調整が重要です
・　派遣元と派遣先は、定期的に会合を開催するなどし、健康診断、安
全衛生教育、労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状
況、派遣労働者が被災した労働災害の内容・対応、派遣先事業場が実
施している安全衛生活動への派遣労働者の参加等について連絡調整を
行ってください。

このパンフレットに関するお問い合わせは、
最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署までお願いします。

（H29.2）
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派遣労働者の
労働条件・安全衛生の確保のために
～派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を～

は じ め に
派遣労働者にも当然に労働基準法、労働安全衛生法等の労働
関係法令が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交
わしている派遣元（派遣会社）がその責任を負います。同時に、
派遣労働者を指揮命令して業務を行わせるのは派遣先であるた
め、派遣労働者の保護の実効を期する上から一部の規定につい
ては派遣先に責任を負わせることとするなど、派遣元と派遣先
との間で適切に責任を区分しているところです。
しかしながら、派遣労働者については、労働時間管理が適正

そこで、このパンフレットでは

をわかりやすく解説しています。派遣元・派遣先の皆様におかれては、このパンフレットをご活用い
ただき、それぞれの責任区分を理解し相互に連携して、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に
取り組んでいただくようお願いします。

1 労働条件の確保について、
（1）派遣元が実施すべき重点事項 ………………………………p2
（2）派遣先が実施すべき重点事項 ………………………………p10
（3）派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項……………p11

2 安全衛生の確保について、
（1）派遣元が実施すべき重点事項 ………………………………p12
（2）派遣先が実施すべき重点事項 ………………………………p14
（3）派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項……………p18

3 外国人の派遣労働者について………………………………………p20

派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に当たっては、

が重要です。

派遣元・派遣先の双方が、自らの責任を十分に理解しそれぞれの義務を果たすこと

派遣元・派遣先は、労働者派遣契約の相手方の責任についても
互いに理解し、その上で適切な連携を図ること

特に、安全衛生を確保するためには、派遣先が派遣労働者の危険又は
健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し適切に講ずること

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

になされず割増賃金が支払われない、機械等の安全措置が講じられていない、雇入れ時や作業内容変更
時の安全衛生教育や健康診断が実施されていないなど、法定労働条件に関する問題等がみられます。
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために（抄）

安
全
衛
生
・
連
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2　安全衛生の確保に関する重点事項＜連携＞
3　外国人の派遣労働者について

3　外国人の派遣労働者について

労働関係法令は、労働者の国籍にかかわらず当然に適用されます。
また、国籍を理由とする差別的取扱いについては、派遣元だけでなく、派遣先についても禁止さ
れています。

外国人の派遣労働者については、
・　労働条件の明示や安全衛生教育の実施、労働災害防止に関する標識、掲示等について、外国人
労働者がその内容を理解できる方法により行う
・　労働災害防止のための日本語教育等を実施する

、くづ基に」針指のめたるす処対に切適が主業事てし関に等善改の理管用雇の者働労人国外「、どな
必要な措置を講じてください。

５　派遣元でも派遣先の協力を得て再発防止対策を講じましょう
・　派遣労働者が労働災害に被災した場合、派遣先は、派遣元における安全衛生教育への活用や同
種業務に従事する派遣労働者への情報提供が行えるよう、派遣元に対し、当該労働災害の原因や
対策について必要な情報を提供しましょう。

６　派遣元・派遣先の適切な連絡調整が重要です
・　派遣元と派遣先は、定期的に会合を開催するなどし、健康診断、安
全衛生教育、労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状
況、派遣労働者が被災した労働災害の内容・対応、派遣先事業場が実
施している安全衛生活動への派遣労働者の参加等について連絡調整を
行ってください。

このパンフレットに関するお問い合わせは、
最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署までお願いします。

（H29.2）
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派遣労働者の
労働条件・安全衛生の確保のために
～派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を～

は じ め に
派遣労働者にも当然に労働基準法、労働安全衛生法等の労働
関係法令が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交
わしている派遣元（派遣会社）がその責任を負います。同時に、
派遣労働者を指揮命令して業務を行わせるのは派遣先であるた
め、派遣労働者の保護の実効を期する上から一部の規定につい
ては派遣先に責任を負わせることとするなど、派遣元と派遣先
との間で適切に責任を区分しているところです。
しかしながら、派遣労働者については、労働時間管理が適正

そこで、このパンフレットでは

をわかりやすく解説しています。派遣元・派遣先の皆様におかれては、このパンフレットをご活用い
ただき、それぞれの責任区分を理解し相互に連携して、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に
取り組んでいただくようお願いします。

1 労働条件の確保について、
（1）派遣元が実施すべき重点事項 ………………………………p2
（2）派遣先が実施すべき重点事項 ………………………………p10
（3）派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項……………p11

2 安全衛生の確保について、
（1）派遣元が実施すべき重点事項 ………………………………p12
（2）派遣先が実施すべき重点事項 ………………………………p14
（3）派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項……………p18

3 外国人の派遣労働者について………………………………………p20

派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に当たっては、

が重要です。

派遣元・派遣先の双方が、自らの責任を十分に理解しそれぞれの義務を果たすこと

派遣元・派遣先は、労働者派遣契約の相手方の責任についても
互いに理解し、その上で適切な連携を図ること

特に、安全衛生を確保するためには、派遣先が派遣労働者の危険又は
健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し適切に講ずること

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

になされず割増賃金が支払われない、機械等の安全措置が講じられていない、雇入れ時や作業内容変更
時の安全衛生教育や健康診断が実施されていないなど、法定労働条件に関する問題等がみられます。
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高年齢労働者の災害防止と健康確保

基本的対策等

（1）直接的対策
加齢に伴い低下した身体機能に配慮した作業方法や作業環境となっているか、又、高年齢者に多い

災害事例や、身体の特性等を考慮し、下記事項を踏まえ、調査・検討し改善を図る必要があります。
①墜落・転落防止対策

加齢に伴い、平衡機能が低下し、体のバランスがとれず「墜落・転落」するという危険性が増大し、
死亡災害など重篤な災害ともなるため、対策には細心の配慮が必要です。
②転倒防止対策

転倒災害は、高年齢者の労働災害の特徴の一つであり、骨折等の重篤な災害につながりやすく、さ
らに、同じ骨折でも若年者に比べ休業日数が長期化する傾向にあります。
③重量物取扱い方法の改善

荷の取り扱い、運搬作業を人力に頼っている場合は、高年齢者にとって荷が重すぎてよろめいたり、
握力不足によって荷が落下したり、運搬距離が長いこと等によって腰痛や災害が生ずることなどがあ
ります。
④作業姿勢の改善

作業点が作業者の身長と一致していないため、中腰状態で上体を前屈する姿勢や、上向き、ねじり
姿勢等の自然な姿勢での作業は、筋疲労を招き、災害性腰痛等の労働災害発生の原因となっています。
⑤視聴覚機能の補助等

人間の特性として、加齢とともに視力や聴力等の感覚機能や瞬間判断機能、反射的対応能力等が低
下するといわれており、これが労働災害と結びつく原因ともなります。

（2）間接的対策
高年齢者対策を計画的に進めるために管理体制を整備する必要があります。また、教育については、

労働者本人に生理的機能・心身機能の測定等を通じ、自分自身の機能を十分認識させながら、実施し
ていくことが重要です。

高年齢労働者の災害防止と健康確保
東京労働局「高年齢化時代の安全・衛生　災害防止のためのガイドライン」より

基本的対策 

直接的対策 
機械・設備等の改善 

作業方法の改善 

間接的対策 

組織・管理基準の改善 

教育の実施 

健康の保持、増進 
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高年齢労働者の災害防止と健康確保

①安全衛生管理組織、管理規程、作業標準等の改善
高年齢者の心身機能の特徴を踏まえて、作業標準等の見直しや整備を図る必要があります。また、

効果的な対策を実施するため、管理体制等についても、検討・整備することも重要です。
②安全衛生教育の実施

高年齢者の場合、理解・納得に多くの時間がかかる場合もあり、教育をする際、対象を高年齢者と
して実施することや、教材の文字を大きくしたり、絵や図解を入れる等の工夫も必要です。
③高年齢者の技能・知識を活かす職務への配置

長期にわたって身につけた豊富な知識や経験が心身機能の低下を補完し、若壮年者に劣ることなく
活躍している実態もあり、これまでの知識や経験を生かし、さらに仕事の幅を拡げ、意欲をもたせる
等の配慮も必要です。
④過重労働による健康障害防止

時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強ま
ると考えられています。高年齢者は脳・心臓疾患にかかる人の割合が高くなっています。過重労働に
よる健康障害防止のための総合対策を実施しましょう。平成18年度の脳・心臓疾患（「過労死」等事案）
の労災認定件数の内、40歳代が約4割、50歳代が約3割を占めています。

⑤健康の保持増進
高年齢者の労働適応能力を維持向上させるためにも、心身両面にわたる健康保持増進対策を実施す

ることが重要です。

0％

2017年度（60件）

2016年度（54件）

2015年度（51件）

（  ）は認定件数
20％ 40％ 60％ 80％ 100％10％ 30％ 50％ 70％ 90％

29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

11.8％33.3％29.4％19.6％5.9％

9.3％27.8％37.0％24.1％1.9％

11.7％33.3％30.0％18.3％6.7％

脳・心臓疾患の年齢別認定状況（東京）
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高年齢労働者に配慮した作業負担管理状況チェックリスト

A: 就労条件への配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

①反応型の作業ではなく、事
前に計画がたてられる作
業にする。
②作業内容を明確にし、でき
る限り具体的に指示する。

○注意の集中が必要な作業
の継続時間はより短時間
とする。

○作業から離れて休憩できる
スペースを設ける。

○交代勤務の場合は夜勤か
ら次のシフトに変わる間の
休日を長めに取る。

○半日休暇、早退などの自由
度の高い休暇制度を実施
する。

どんな作業をするのか、あらかじめ
具体的にわかりやすく示し、作業に
かかる前に自分で計画を立てて仕
事に取りかかれるようにしています
か。

疲労感は、行っている作業だけで
はなく、休憩の間隔や長さによって
も大きく変わります。適度な休憩を
取れるようにしていますか。

疲労感の軽減のために、作業を離
れて快適に休憩できる十分な広さ
のスペースがありますか。

加齢とともに、昼から夜、あるいは
夜から昼といった勤務シフトの変更
に体を慣らしていくことが難しくなり
ます。夜勤について十分な配慮を
していますか。

加齢とともに、高血圧や高脂血症な
ど、何らかの疾患を持つ人が増え、
定期的に病院に行くことも多くなりま
す。このための時間を取りやすくして
いますか。

あらかじめ作業標準な
どで作業内容を具体的
に指示し、作業者本人
が事前に作業を計画で
きる

適度な休憩時間を置い
ている

作業から離れて休憩で
きるスペースを設けてい
る

夜勤（22時から5時の
勤務）はなくしているか、
やむを得ず夜勤をさせ
る場合には夜勤形態
や休日に配慮している

半日休暇、早退制度な
どの自由度の高い就業
制度を実施している
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できて
いない
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以上

半分
以上
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以上

ほぼ
できて
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ない

自職場
は該当
なし

B: 作業者への配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

①配置に当たって経験を配
慮する。
②反応型の作業ではなく、事
前に計画がたてられる作
業にする。

○本人の意向、経験等を聞
き、これに基づいて職務適
性を判断する。

○高年齢労働者が自分たち
のペースで作業できるよう
に設計する。

○職制と責任を明確化し、技
能評価結果を明示する。

筋力や運動能力は年齢に従って
低下し、個人差も大きくなります。
年齢だけでなく、個人の特徴を把
握して作業内容や作業時間などの
調整を行っていますか。

高齢という理由で職務適性を判断
することなく、本人の意向、経験な
どをふまえて職場配置を行っていま
すか。

高年齢者は若年者に比べて、仕
事の量や内容の急な変更に適応
しにくいことが知られています。作
業の進み具合等が確認できるよう
にしていますか。

仕事の内容や権限を把握しておく
とともに、年長者としての立場を尊
重し、不公平感、不安感を避けるた
めに、ヒアリングの機会を設けてい
ますか。

年齢・個人差を配慮し
て仕事の内容・強度・
時間等を調整している

職場配置に当たっては、
本人の意向を反映させ
ている

作業者本人が仕事の
量や達成度を確認でき
るようにしている

作業者からのヒアリン
グの機会を積極的に設
けている
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※各チェック項目の点数が1～3の場合は、関連する「高年齢労働者に配慮した職場環境改善事項」を参考にして職場の改善対策に取り組んでください。

高年齢労働者に配慮した作業負担管理状況チェックリスト
厚生労働省「高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル　〜チェックリストと職場改善事項〜」より
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高年齢労働者に配慮した作業負担管理状況チェックリスト

C: 作業負荷低咸への配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

①素早い判断を必要とする
作業をなくす。

②作業中に一呼吸おくこと
ができない速い作業をなく
す。
③速い動作を伴う作業は極
力避ける。

○できる限り作業者が自主
的に作業ペースをコントロ
ールできるようにする。

○強い筋力を要する作業は
極力減らすか避ける。

○注意の集中が必要な作業
は、長くならないよう配慮す
る。

認知能力も年齢が高くなるほど個
人差は大きくなります。反応が低下
してきた高年齢者については、素
早い判断・行動を要する作業をなく
したり、適性を考慮して就かせるよ
うに配慮をしていますか。

高年齢労働者は若年者に比べ、時間
に追われるような仕事には慣れにくく、
またミスもしやすいことが知られていま
す。作業者が自主的に作業負荷をコン
トロールできるようにしていますか。

個人差はありますが、高年齢労働
者は筋力が低下しています。作業
内容を変える、補助具を用いるなど
の配慮をしていますか。

監視作業や製品検査など高度の
集中が必要な作業については、た
とえば、－連続作業時間が長くなら
ないように、ローテーションによって
作業を分担するなどの配慮をして
いますか。

素早い判断や行動を
要する作業がないよう
にしている

作業者が自主的に作
業のペースや量をコント
ロールできるようにして
いる

強い筋力を要する作業
や長時間筋力を要する
作業を減らしている。あ
るいは、補助具を用い
るなどの配慮をする

高度の注意集中が必
要な作業は一連続作
業時間や作業後の休
憩時間を配慮する

1

2

3

4

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

できて
いない

1/3
以上

半分
以上

2/3
以上

ほぼ
できて
いる

わから
ない

自職場
は該当
なし

D: 作業姿勢への配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

○できるだけ不自然な姿勢と
なる作業を減らす。

○できるだけ立位作業を減ら
す。

○腕を曲げた状態で手の届
く範囲に負荷がくるよう作
業設計する。

○個人に合わせて調整でき
る椅子、工具を提供する。

個人差はありますが、加齢による
筋力、関節の動き、柔軟性などの
低下は避けられません。体の曲げ
伸ばしやねじれ姿勢など不自然な
作業姿勢を減らしていますか。

加齢とともに筋力や平衡感覚が低
下し、バランス能力も落ちてきて、体
の安定がとりにくくなります。長時
間の立位作業を減らしていますか。

加齢とともに関節の動く範囲が狭
くなり、無理に手を伸ばしてバラン
スを崩すこともあります。視野に入
り、体をねじることなく作業できるよ
うにしていますか。

扱いにくい工具、無理な姿勢は、
疲労の蓄積や傷病、また事故の生
じる原因となります。個人の特性に
あった工具や、高さ・傾きが調整で
きる作業台・椅子などを提供してい
ますか。

背伸びする、腰・ひざを
曲げる、体をひねる、腕
をあげるなどの不自然
な姿勢となる作業を減
らしている

必要に応じて作業時に
椅子などを用いて立位
作業を減らしている

必要なものは視野内の
手の届く範囲にあり、
無理なく作業ができる
ようにしている

個人に合わせて選択・
調整できる工具、椅子、
作業台などを提供して
いる
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※各チェック項目の点数が1～3の場合は、関連する「高年齢労働者に配慮した職場環境改善事項」を参考にして職場の改善対策に取り組んでください。



225

高年齢労働者に配慮した作業負担管理状況チェックリスト

E: 作業環境への配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

○掲示物は、見えにくい色彩、
不明瞭なコントラストを確認
し、改善する。青・緑色など
一般の背景色から弁別しに
くい識別表示を減らす。

○作業場及び通路に適切な
照明を設ける。

○会話を妨げる、異常音を聞
き取りにくくする、いらいらを
募らせる背景騒音を減少さ
せる。

①暑熱環境下の作業では、暑熱
環境リスクをWBGT指数で評
価し、熱中症予防のための基
本的対策を講じる。

②作業休止時間・休憩時間の確
保に努める。

③寒冷環境下で作業をする場合
には適切な防寒具を使用する。

個人差はありますが、高齢になると
焦点の調整が難しくなります。文字
の大きさや色調、コントラストに配慮
していますか。

個人差はありますが、高齢になると、
明るさに対して眼が慣れるのに時間
が長くなります。また、暗いところでは
足元が見えにくくなります。作業場だ
けでなく、歩行する箇所にもー定の
照度が確保されていますか。

騒音が常にあると、警告音がわかり
にくくなったり、いらいら感や注意散
漫が生じる原因になります。騒音対
策をしていますか。

個人差はありますが、加齢に伴い温
度への耐性や体温を調節する能力
が低下します。作業中の温熱対策、
保護具の着用、継続時間の低減な
どの対策をとっていますか。

作業で扱う機器・書類
や作業場の掲示物、デ
ィスプレイ（表示画面）
などを見やすくする工夫
をしている

作業場だけでなく、通
路・階段なども適切な
照度が確保されている

会話を妨げたり、異常
音を聞き取りにくくする
ような背景騒音を減らし
ている

暑熱職場・寒冷職場に
おける対策をしている
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F: 安全への配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

○高年齢労働者と若年労働
者が協働できる職場とし、高
年齢労働者の生理機能の
低下に起因する事故の発
生を防止できる職場にする。

○本人の意向、経験を配慮し
ながら軽作業に配置すること
を検討し、高所作業、残業、
深夜作業による負担を減ら
す。

①滑りやすい歩行路をなくす。
②階段には手すりを設ける。
③段差のある場所の表示を行
う。

○警告音は高純音より低音の
電子音とし、また、警告は、必
要に応じて、視覚や嗅覚に訴
えるようにする。

○手で取り扱う重量物には、重
量表示をする。

①高所作業床の囲いの手すりは高
めとし、中桟や爪先板を付ける。

②見通しの悪い角には、カーブミラー
等を設置する。

③通路のコーナー部は直角とせず、
斜め線や曲線とする。

個人差はありますが、高齢になると危
険性を低く見積もり意識的・意図的な
不安全行動により事故をおこすこと
があります。十分に作業手順を理解し
守るように工夫していますか。

個人差はありますが、加齢とともに筋
力や平衡感覚の低下は避けられませ
ん。極力危険な場所での作業を減ら
すとともに、そのような機会をつくらな
いように配慮していますか。

個人差はありますが、高齢になるとバ
ランス能力が低下します。傾斜を下げ
る、床面の段差をなくす、滑りにくくす
る、手すりを設ける等の措置を講じて
いますか。

個人差はありますが、高齢になると、
特に高音域での聴覚低下が生じやす
くなり、高い音の警告音が聞き取りに
くくなります。警告音や指示音につい
て対策や工夫をしていますか。

見た目以上に重いものを急に持ち上げ
る、支える、といった作業はケガや事故
のもとになります。数値や色彩などで具
体的に重さが分かるようにしていますか。

高年齢労働者の特徴（視力、聴力、
俊敏性、筋力等の低下など）を理解
し、それに見合った安全対策を実施
していますか。

熟練者にありがちな慣れ
による事故を防ぐ工夫を
している

出来る限り危険な作業
場での従事機会を減らし
ている

墜落・転落防止のため、足
場・はしご・脚立等を使用す
る場合には、安定したものを
使用させている。転倒防止
のため、段差・傾斜がなく、
滑りにくい床面にしている

警告音の音程、音調は
聞き取りやすくする工夫
をしている

取り扱う物の重さが一目
でわかる工夫（重量物色
表示等）をしている

高年齢労働者に配慮し
、職場に合った上記以外
の安全対策を実施して
いる

1

2

3

4

5

6

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5

できて
いない

1/3
以上

半分
以上

2/3
以上

ほぼ
できて
いる

わから
ない

自職場
は該当
なし

※各チェック項目の点数が1～3の場合は、関連する「高年齢労働者に配慮した職場環境改善事項」を参考にして職場の改善対策に取り組んでください。
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高年齢労働者に配慮した作業負担管理状況チェックリスト

G: 健康への配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

○腰痛発生防止のための教
育、トレーニングの機会を提
供する。

①高血圧症罹患、耐糖能異常
及び糖尿病罹患、握力、心肺
機能、貧血、肝機能異常とい
った指標には特に配慮する。
②健康に関するアドバイスを
受けられる環境を整え、必
要な情報を提供する。

①健康の保持増進に関わる生活
習慣、運動習慣についての知
識と実践の機会を提供する。
②精神衛生上の配慮をした
形で、必要な技能教育・健
康教育の機会を提供する。

腰痛は、特に高年齢労働者に多く
発生します。腰痛予防のための教
育、トレーニングの機会をつくり、積
極的に受けさせていますか。

健康の保持・増進を行うために健康
に関するアドバイスを受けられる環
境を整備し、その機会を提供してい
ますか。

健康診断を受けるだけでなく、必ず
結果を通知し、その内容についてよ
く理解してもらうことで、健康の維持
増進に努める配慮をしていますか。

高齢になると高血圧、糖尿病、高脂
血症などの生活習慣病にかかる人
が増えます。これらに関する知識や
対策について指導・教育を受けさせ
ていますか。

作業者の健康状態に応じて、勤務シ
フトを変更したり、作業負荷の高いも
のは軽作業と組み合わせ、ローテー
ションするなどの配慮をしていますか。

腰痛予防のための教育
とトレーニングを積極的
に受けさせている

身体機能維持のための
運動、栄養、休養に関
するアドバイスを受けさ
せている

健康診断の結果の説
明を作業者に受けさせ
ている

生活習慣病などに対す
る健康指導・健康教育
を受けさせている

健康状態を配慮して適
正配置を行っている

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

できて
いない

1/3
以上

半分
以上

2/3
以上

ほぼ
できて
いる

わから
ない

自職場
は該当
なし

H: 新しい職場への適応の配慮

チェック項目 評価のポイント 高年齢労働者に配慮した
職場改善事項

①配置に当たって経験を配慮
する。
②反応型の作業ではなく、事
前に計画がたてられる作業
にする。

○配置に当たって経験を配慮
する。

○作業標準を設定し、遵守の
確認を行う。

○作業手順の省略を行わな
いよう教育する。

個人差はありますが、高齢になると
適応にかかる時間がより長くかかり
ます。新たな作業に就く際には、個
人差、体力差、習熟度、職務経験な
どを考慮し、習熟のための時間を十
分にとっていますか。

個人差はありますが、高齢になると新
たな作業への適応には時間がかかり
ます。過去の経験を踏まえ、以前の
作業との関連性を示すことで、より早
く習熟できるようにしていますか。

慣れや過去の経験からの「思い込
み」で作業の手順・やり方を勝手に
変えていないことを確認しています
か。

個人差がありますが、高齢になると
新しいことへの対応が困難になって
きます。時間をかけることで十分に克
服できます。教育時間に余裕を持た
せたり、ビデオや簡易教材などで自
己学習できるようにしていますか。

職務内容の難易度に
応じて適切な導入教育
期間の調整を（作業者
の要望を考慮しながら）
行っている

新規の作業に従事する
場合には、過去の作業
経験との関連性を活か
した教育を行っている

作業標準を守っている
かどうか確認を行ってい
る

職務習熟のための機会
や手段が用意、提供さ
れている

1

2

4

5

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

できて
いない

1/3
以上

半分
以上

2/3
以上

ほぼ
できて
いる

わから
ない

自職場
は該当
なし

※各チェック項目の点数が1～3の場合は、関連する「高年齢労働者に配慮した職場環境改善事項」を参考にして職場の改善対策に取り組んでください。
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バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）について（抄）

特定建築物の
建築主等の努力義務
多くの方々が利用する建築
物をつくろうとする際には、バ
リアフリー化するよう努めなけ
ればなりません。

地方公共団体
の条例

条例による建築物特
定施設の基準の建築
付加が可能です。

建築物移動等
円滑化基準

【最低限のレベル】
・車いす使用者と人と
がすれ違える廊下の
幅の確保
・車いす使用者用のト
イレがひとつはある
・目の不自由な方も利
用しやすいエレベー
ターがある

建築物移動等
円滑化誘導基準
【望ましいレベル】
・車いす使用者同
士がすれ違える
廊下の幅の確
保
・車いす使用者用
のトイレが必要な
階にある。
・共用の浴室等も
車いす使用者が
利用できる

計画の認定
建築物移動等
円滑化誘導基
準を満たす建築
物の建築主等
は所管行政庁
の認定を受ける
ことができます。
その際、様々な
支援措置を受
けることができま
す。

特別特定建築物の
建築主等の義務など
誰もが日常利用する建築物
や老人ホームなどをつくろうと
する際には、バリアフリー化し
なければなりません。また、これ
ら既存建築物に対しても、バ
リアフリー化するよう努めなけ
ればなりません。

認定の
メリット
○表示制度
○容積率の
特例

○税制上の
特例措置

○補助制度

次の基準
に合うこと
が求められ
ています。

次の基準
に合うこと
が必要又
は求められ
ています。

バリアフリー法の仕組み

浴室等
浴室やシャワー室は

車いすを
使用する方でも
使いやすいように

トイレ
トイレは車いすを
使用する方でも
使いやすいように

廊下等
廊下は車いすを
使用する方や
目の不自由な方も
安心して楽に
通れるように

エレベーター
エレベーターは

車いすを使用する方や
目の不自由な方も
利用しやすく

階段
階段は手すりを
つけて緩やかに

アプローチ
出入口までは段差が
ないかスロープに

出入口
玄関や部屋のドアは
車いすを使用する方でも

通れるように

視覚障害者
誘導用
ブロック等
視覚障害者誘導用
ブロック等で安全に

駐車場
駐車スペースは

車いすを使用する方でも
楽に利用できるように

バリアフリー化とは・・・

ハートのあるビルをつくろう
　劇場や銀行、ホテル、デパートなど、誰もが利用する建築物、老人ホームや福祉ホームなど、お年寄りや障害をお
持ちの方が主に利用する建築物、事務所や学校、マンションなど、多くの方々が利用する利用する建築物は、社会全
体の財産です。お年寄りや障害をお持ちの方も、子どもや妊娠中の方も、皆が利用しやすい建築物にしていきましょう。
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バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）について（抄）
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バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）について（抄）
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バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）について（抄）
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バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）について（抄）
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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（抄）

安全衛生の確保
１．安全衛生教育の実施

事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理
解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法
等が確実に理解されるよう留意すること。

２．労働災害防止のための日本語教育等の実施
事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な

日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。

３．労働災害防止に関する標識、掲示等
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外

国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。

４．健康診断の実施等
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施すること。その

実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努める
こと。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並び
に事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。

５．健康指導及び健康相談の実施
事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努め

ること。

６．労働安全衛生法等関係法令の周知
事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その

際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めるこ
と。

雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
１．制度の周知及び必要な手続の履行

事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険（以下「労働・社会保険」
という。）に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できる
よう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、
被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

２．保険給付の請求等についての援助
事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、

必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行う
ように努めること。

また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外
国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。

さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加
入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、年金事務所等の関係機関の
窓口を教示するよう努めること。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（抄）
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製造業外国従業員の労働災害の防止のために

製造業外国従業員の労働災害の防止のために

受入企業の皆様へ

厚⽣労働省労働基準局安全衛⽣部安全課
経済産業省経済産業政策局産業⼈材政策担当参事官室

製造業外国従業員に関わる労働災害を防止し、製造業外国従業員の安全衛生を確保す
るため、受入企業は労働安全衛⽣法令等に基づく措置を適切に講じていただく必要がありま
す。その際、次の点にご留意ください。

1. リスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減措置については、製造業外国従業
員の安全衛⽣管理を考慮に⼊れたものとしてください。

2. 「外国⼈労働者の雇⽤管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
に定める安全衛⽣の確保に係る事項について適切な措置を講じてください。特に、作業
内容や作業環境が日々変化したり、関係請負人が混在する現場では、現場の危険箇
所や作業等に関する連絡調整や作業中の指示や合図等のコミュニケーションが十分に
⾏われるよう、適切な措置を講じてください。

3. そのほか、⻑時間労働者に対する⾯接指導制度やストレスチェック制度を含め、労働
安全衛生法等に基づく措置を適切に講じてください。その際には、分かりやすい説明書を
用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めてください。

4. 製造業外国従業員の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署⻑に提出する際
は、労働者死傷病報告の職種欄に職種とともに「（製造業外国従業員受入事業）」
と付記いただきますよう、御協⼒をお願いします。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適
切に対処するための指針（抄）

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して
事業主が講ずべき必要な措置

三 安全衛生の確保
１ 安全衛生教育の実施

事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教
育を実施するに当たっては、当該外国人労働
者がその内容を理解できる方法により行うこ
と。特に、外国人労働者に使用させる機械設
備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実
に理解されるよう留意すること。

２ 労働災害防止のための日本語教育等の実施
事業主は、外国人労働者が労働災害防止の
ための指示等を理解することができるように
するため、必要な日本語及び基本的な合図等
を習得させるよう努めること。

３ 労働災害防止に関する標識、掲示等
事業主は、事業場内における労働災害防止
に関する標識、掲示等について、図解等の方
法を用いる等、外国人労働者がその内容を理
解できる方法により行うよう努めること。

４ 健康診断の実施等
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところ
により外国人労働者に対して健康診断を実施す
ること。その実施に当たっては、健康診断の目
的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法
により説明するよう努めること。
また、外国人労働者に対し健康診断の結果に
基づく事後措置を実施するときは、健康診断の
結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外
国人労働者が理解できる方法により説明するよ
う努めること。

５ 健康指導及び健康相談の実施
事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して
外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を
行うよう努めること。

６ 労働安全衛生法等関係法令の周知
事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定め
るところにより、その内容についてその周知を
行うこと。その際には、分かりやすい説明書を
用いる等外国人労働者の理解を促進するため必
要な配慮をするよう努めること。

【裏面もご覧下さい】
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製造業外国従業員の労働災害の防止のために

労働者死傷病報告について

労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄の労働基準監督署⻑に労働者死傷病
報告を提出しなければなりません（労働安全衛生規則第97条）。
製造業外国従業員の労働者死傷病報告（労働安全衛生規則様式第23号）を所轄労働基準監督署

⻑に提出される際は、窓口でも確認させていただきますが、被災労働者が製造業外国従業員であることを明確
にするため、労働者死傷病報告の職種欄に職種とともに「（製造業外国従業員受入事業）」と付記いただきま
すよう、御協⼒をよろしくお願いします。

溶接工

（製造業外国従業員受入事業）
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技能実習生の労働災害を防止しましょう
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技能実習生の労働災害を防止しましょう
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労災隠しは犯罪です
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